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     （午前９時３０分 開議） 

○議長（秋田裕三君） 皆さん、おはようございます。 

  これから、本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付しておりますとおりであります。 

  それでは、日程に入ります。 

     日程第１ 一般質問 

○議長（秋田裕三君） 日程第１、一般質問を行います。 

  通告に基づき順次質問を許可します。 

  まず、大畑利明議員の一般質問を行います。 

  ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） おはようございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。通告に基づきまして質問をさせていただきます。 

  まず、介護保険の見直しと総合事業についてということでございますが、本年４

月より介護予防、日常生活支援総合事業がスタートをいたします。要支援１及び要

支援２の訪問介護、通所介護が介護保険の対象から外され、市独自の総合事業、例

えば緩和基準型（訪問型Ａ）・通所型Ａ、あるいは住民主体型（訪問型Ｂ）など、

新たなサービスに移行することになります。 

  そこで、市長に質問をいたします。 

  新たなサービス、緩和基準型（訪問型Ａ）は事業者への介護報酬が現行の８割で

あります。今後、介護事業者の経営が厳しくなり、サービスの受け皿不足にならな

いか危惧するところですが、見解を伺います。 

  同時に、利用者もまた今までどおりの介護サービスが維持されるのか、伺いたい

と思います。 

  また、サービス利用手続について、要介護認定の更新を希望する人以外は、基本

チェックリストが使われると聞きます。利用者の様態を生活につかむためにも従来

どおりの要介護認定の申請を優先すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

  二つ目には、新たな総合事業がスタートする背景の一つに、介護の担い手不足を

解消する狙いがあると言われます。専門職以外の新しい担い手を地域の中で見つけ

出し、さまざまな担い手によって地域全体で支え合う仕組みづくりを目指すと、市

は述べておられますが、その具体策についてお伺いをいたします。 

  三つ目に、総合事業への移行によってサービス低下や地域間での格差が心配され

ます。市は高齢や障がいがあっても、住みなれた地域で暮らし続けるための地域包
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括ケアシステムを構築すると言われます。医療、介護、生活支援などが一体的に提

供されるケアシステムを各地域にどのように展開し、実現させるのか、お伺いをし

ます。 

  次に、雪対策についてお伺いします。 

  まず、今回の大雪に伴う除雪作業などで、体調不良やけがを負われた方、あるい

は農業施設などに甚大な被害を受けられた方々にお見舞いを申し上げるところでご

ざいます。そして、今なお１メートル近い雪が屋根を覆っておりまして、屋根から

の落雪のおそれを抱きながらの生活が続いていると思います。 

  今回の大雪、特に北部地域の豪雪は防災や雪害並びに生活支援などにおいて、今

後の対策を必要とする多くの事案が発生しているのではないかと推測いたしますし、

少子高齢化、過疎化が進行する中で、大雪に対する要支援、要援護世帯の増加、危

険空き家の倒壊など、行政施策の必要性が高まっているのではないかと思われます。  

  今回の大雪による被害状況等の調査を行い、今後の雪対策の方針を策定すべきと

考えます。現時点での被害状況や今後への課題、対策など、市の考えをお伺いをい

たします。 

  三つ目には、耳鼻咽喉診療の確保についてでございます。 

  耳鼻咽喉診療に対する市民のニーズは非常に高いものがあります。特に、開業医

がなくなってからは、市民の多くが苦労されていることは御承知のとおりだと思い

ます。現在、公立総合病院において、週３回の午前診療を神戸大学の出張診療体制

に委ねているのが現状ですが、市内の患者数を受け入れできる状況にはないと思わ

れます。市民の安心となる医療確保という観点から、行政として耳鼻咽喉診療の確

保は不可欠であると考えます。現在の対応、取り組みについてお伺いをいたします。  

  四つ目に、都市計画についてお伺いをいたします。 

  宍粟市の都市計画は、これまで建築物の用途制限による土地利用の適正化と、市

街地開発事業や都市計画道路、公園などの計画的な配置によって都市の健全な発展

と秩序あるまちづくりを目指してきました。しかし、都市化の現状は河東地区など

用途地域外の周辺部に宅地化が進行するなど、市街地のスプロール現象が顕著とな

っています。 

  また、土地区画整理事業の廃止や都市計画道路の見直しが行われましたが、消防

車・救急車両の通行問題や住宅密集地の解消、防災対策などの問題が解決したわけ

ではありません。既成市街地やその隣接地域が抱えるさまざまな問題は先送りされ

た感じがします。そこで市長に質問をいたします。 



－127－ 

  市街地から周辺部へ開発が無計画に拡散していく、いわゆるスプロール現象に対

して、健全な発展と秩序ある市街地の形成に向けた都市計画は、どのように進めよ

うとされているのか、お伺いをいたします。 

  二つ目には、土地区画整理事業は廃止後のまちづくりが重要であると思います。

今後の市街地整備について、考え方や具体的な取り組みがあれば、お伺いをしたい

と思います。 

  三つ目に、人口減少社会、高齢化が進行する中では、従来のような成長型の都市

計画ではなく、暮らしやすい都市づくりを考える必要があると思います。都市の将

来像、目指すべき都市の構造、市街地整備や都市防災などについて、住民の参画と

協働によるまちづくりを基本に、まずは都市計画マスタープランを作成すべきと考

えますが、市長のお考えを伺います。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（秋田裕三君） 大畑利明議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  福元市長。 

○市長（福元晶三君） おはようございます。今日も一日どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

  それでは、大畑議員の御質問、大きく４点あるわけでありますが、私のほうから

順次お答えをさせていただきたいと、このように思います。また、具体的なことに

ついては担当部長と、こういうことでよろしくお願い申し上げたいと思います。 

  まず最初に、介護予防・日常生活支援総合事業の御質問でありますが、介護予

防・日常生活支援総合事業につきましては、介護や支援が必要な高齢者の増加、あ

るいは介護人材の不足に対応する仕組みとして、市の事業に位置づけられ、サービ

スの組み立てや報酬単価は市が設定することと、このようになっております。 

  総合事業においては、生活援助や介護予防等、高齢者の状態に応じた多様なサー

ビスを提供することができることとなっております。サービスの基準に応じた報酬

単価の設定は利用者の自己負担額の軽減にも繋がってくることと思います。 

  総合事業の実施によって、介護予防と生活支援サービスがより充実し、地域力を

生かしたサービスの担い手が増えていくことは、新たな地域づくりに繋がり、地域

包括ケアシステムをより推進すると、このように思っておるところであります。 

  また、総合事業の担い手でもある介護サービス事業所とは、十分調整や連携を図

り、総合事業のサービス提供量の安定も図っていきたいと、このように考えており

ます。 
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  次に、雪対策についてでありますが、今年の降雪は先ほど御質問の中にもあった

とおりでもありますが、例年にもない豪雪となったところであります。市内では除

雪作業の遅れによる孤立世帯が一時期発生したり、車庫・倉庫の損壊、ビニールハ

ウス等の農業用施設の損壊及びテレビケーブルの断線等々の被害の報告も受けてお

るところであります。 

  20数年ぶりとも言われる豪雪の除雪や雪おろしへの要望も寄せられたところであ

りますが、市として直接的に支援をする仕組みも現在持ち合わせていなかったこと

から、社会福祉協議会にも連絡をとる中で、当面の対策について調整をしたところ

であります。 

  宍粟市の豪雪地帯とされる地域は、高齢化や過疎化の進展により、10年前あるい

は20年前とは比較できないほど、厳しい状況も出てきている中、地域内での自助・

共助の力が低下していること、除雪の担い手となる方の減少と、それに伴うノウハ

ウの不足など、そのことを見越した対策の具体的なプランがなかったということで

十分な対応ができなかったということを痛切に感じております。 

  また、全国的に高齢化などにより、自力による除雪作業が困難な世帯が増加する

一方で、除雪作業の担い手が足りないという状況が生じ、高齢者自ら屋根の雪おろ

しや除雪作業により事故に遭うという状況が発生をしておるところであります。 

  今回の豪雪で浮き彫りになった地域で支え合うことすら厳しい状況、さらに除雪

の担い手不足などの課題から、現在市役所内の各関係部局が集まり、問題を洗い出

し、情報を共有し、総合的かつ庁内横断的な体制や対策を検討すべく協議に入った

ところであります。 

  今後、お話にあったとおり、行政も一緒になって豪雪地域の除雪対策の問題解決

に取り組み、行政としてどのような支援対策ができるのか、地域やあるいは社会福

祉協議会を初めとしたそれぞれの関係機関とともに検討をしていきたいと、このよ

うに考えております。 

  今季の雪対策には間に合うことはできませんでしたが、来季を見据えて雪対策に

対応できる仕組みを構築していきたいと、このように考えております。 

  次に、耳鼻咽喉科の御質問、診療の確保と、こういうこの御質問でありますが、

市内の耳鼻咽喉診療につきましては、昨年市内の民間医院が休診をされた後、当該

医院でも広く医師の募集を行われておるところでありますが、新たな展開となるい

い情報は現在得ておりません。 

  市としても市内での耳鼻咽喉科診療の確保は喫緊の課題でもあり、兵庫県のドク



－129－ 

ターバンクへも医師招聘の依頼をしておりますが、私も積極的に県の医師会のほう

へも働きかけておるところでありますが、聞きますと、耳鼻咽喉科は医師の中でも

特に少なく、確保は非常に困難との回答を得ておるところでありますが、兵庫県及

び医師会においても、あるいはドクターバンクの中で最大限努力しておると、こう

いうことは聞いております。 

  当該休診中の医療機関においては引き続き医師招聘の努力をされていることから、

宍粟市としても当面はでき得る支援に努めていきたいと、このように考えておりま

す。 

  また、公立宍粟総合病院の耳鼻咽喉科の診察日を増やすため、神戸大学へ医師派

遣の増員を強く要望、あるいは要請をしておるところでありますが、現状はなかな

か厳しいということでありますが、今後もさらに粘り強く要請をしていきたいと、

このように考えております。 

  そのほか御質問いただいておりますが、関係部長のほうから御答弁を申し上げま

す。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） それでは、私のほうから介護保険の見直しと総合事

業についてお答えいたします。 

  総合事業では、サービスの基準を緩和し、報酬単価を低く設定しておりますが、

事業所の運営が安定するということは、総合事業の適正な実施にとっても重要なこ

とであると考えております。 

  総合事業開始後は、サービス利用や事業所運営の状況を継続的に把握し、必要に

応じて報酬単価の改定を検討し、サービス事業所の経営安定に努めてまいりたいと

考えております。 

  また、サービス利用の手続ですが、軽度な方でも基本チェックリストのみでは、

サービス提供に必要な情報が十分に得られない場合があります。このような方には

介護認定の申請をしていただいております。また、利用者の状況に応じたサービス

が提供できますように、基本チェックリスト、介護認定ともに適切な手順を進めて

まいりたいと考えております。 

  次に、介護の担い手の開拓ですが、サービス提供者となる方、そういった人材を

養成するために人材養成講座の開催を予定しております。さらに、地域力を生かし

た住民の支え手を増やすため、地域の皆さんのお力を借りて支え手となっていただ

くということで、地域支援サービスコーディネーターが中心となって自治会やボラ
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ンティア等、関係組織や機関と協働で地域づくり活動の支援に取り組んでいきたい

と考えております。さらに、その活動を支援するために、活動費の助成を考えてお

ります。 

  総合事業は、地域包括ケアシステム構築の一翼を担う施策として位置づけており

ます。地域包括ケアの要素である介護予防と生活支援につきましては、総合事業を

推進することでサービスの多様化や充実を図ります。他の要素である医療と介護は

多くの職種の方々で構成しております医療と介護連携会議の中で連携体制を強化し

ながら必要なサービスが提供できるよう調整してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（秋田裕三君） 鎌田建設部長。 

○建設部長（鎌田知昭君） 失礼します。都市計画についてのことでございますので、

私のほうから答弁させていただきたいと思います。 

  まず、秩序ある市街地の形成に向けた土地利用のコントロールについて、どう対

策しようとしているかということでございますが、御指摘のとおり、中心市街地の

スプロール化という問題は確かに発生をしていると思っております。主な原因とし

ましては、長期未着手でありました土地区画整理事業の計画によるものと考えてお

ります。この区画整理の事業計画を見直したことによりまして、整備が遅れており

ました都市計画道路や雨水幹線の整備に着手してまいりますので、そのいわゆる空

洞化したエリアの土地利用の促進が図れるものと、このように考えております。 

  二つ目に、区画整理画事業廃止後の具体的なまちづくりということでございます

が、これも長期未着手によって図られませんでした土地利用を進めるために、先ほ

ど申しました都市計画道路を含めた道路整備と、雨水幹線の整備が必要と考えてお

ります。具体的な取り組みとして、都市計画道路の山田下広瀬線と山田千本屋の雨

水幹線の整備に着手をして順次進めていきたいと思っております。 

  また、住宅密集地では、今あります景観というものにも配慮しながら、市道の狭

隘箇所の解消や防災対策等にも市民の方の理解を得ながら、できるところから取り

組んでまいりたいというふうに考えております。 

  それから、都市計画マスタープランについてでございますが、現在、宍粟市にあ

ります都市計画マスタープランは、平成10年３月に策定をされたものでございます。

それ以降、宍粟市の合併や社会情勢の変化等によりまして、内容的には区画整理事

業の計画の変更ですとか、今進めております都市計画道路２路線の廃止等の事業を

変更予定しておりますが、このマスタープランに定められました全体整備方針とい
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いますか、大筋としては大きな変更はないものと考えておりますが、今後はやっぱ

り山崎町の都市計画区域のみならず、市全体の将来像といいますか、地域ごとのあ

るべき姿、そういうものの実現に向けた総合的な指針となるような見直しというも

のはやっていきたいなというふうに考えております。 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） それでは、２回目の質問に入らせていただきます。 

  ちょっと順番は変わりますが、御容赦くださいませ。 

  まず、雪対策のことについてから入らせていただこうと思うんですが、先ほども

ありましたように、今回の豪雪からいろんな問題点、課題が浮き彫りになっている

ということで、来季に向けた対策を検討中であるということでございますが、私は、

三つほどその対策の中で検討をいただきたいなというふうに思うんですが、一つは、

雪処理、それの担い手の確保、これは非常に大事かなと思います。先日もお伺いを

したんですが、やはり簡単なボランティアではこれはできないと。非常に屋根の雪

おろし作業というのは専門性が要るということで、危険を伴いますので、やはりそ

の辺をどういうふうに行政がその専門家を確保するのかということが非常に大切だ

ろうというふうに思っています。 

  それと、もう一つは空き家対策を是非考えていただきたいと思います。実際、居

住されているところは随時雪おろしが進んでますから、現在のところ相当少なくな

ってきていますが、空き家についてはもう１メートル以上まだ雪が堆積をしており

まして、倒壊のおそれがある。道路にも相当通行上問題が出てくる可能性もありま

すので、通学路の安全とか、いろんなことから、その辺は空き家対策についても、

これは自発的に危険空き家を撤去していただけるような方法など、これは雪だけの

問題じゃなくて、危険空き家対策全般の対策が必要かと思いますが、その中でもこ

の豪雪地帯の空き家について、少し踏み込んだ検討をいただきたいというふうに思

います。 

  それから、三つ目には、農業施設などの被害対策、これも新たに県が雪害の施設

の復旧補助事業というものを創設をしておりますが、やはりまだその制度の中身を

聞きますと、２分の１は自己負担ということになっていますから、やっぱり立ち上

がりという、復活をしていくためには、まだ２分の１の負担が重いような気がいた

しますので、その被災者の２分の１の負担になるところの再建を支援するような制

度、そういうものを検討いただきたいというふうに思いますが、その三つについて

要望したいと思いますが、いかがでしょうか。 
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○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） ただいま３点あったことは、当然の大きな課題であります。

特に雪処理で私もいろいろ地域、道谷、戸倉あるいは西河内へ行きました。現実１

メートル以上あり、当初降った新雪は比較的雪おろしも楽だけども、だんだん固ま

ってくると。氷のようになってくると屋根にすら上がれないと。それがボランティ

アで解決できるかというと、とてもじゃないがなかなか厳しい状況と、このことも

認識しておりますので、そのことは担い手育成という観点で、今後の課題と研究を

していきたいと。 

  ２点目の空き家対策、確かにその地域にもいろんな空き家があります。まさしく

空き家については雪おろしもされてない状況もつぶさに見ております。あわせもっ

て検討をしていきたいと、このように思っています。 

  ただ、その該当の自治会長さんともいろいろお話ししたんで、この空き家対策に

ついては、もう御承知のとおり、所有者の問題もいろいろありますので、そういっ

たことも含めながら検討を加えていきたいと、このように思います。 

  また、３点目の農家の被害については、もうそのとおりでありますが、２分の１、

さらにまた私も農業共済のほうの関係の役もしておりまして、可能な限り共済の共

済金がということも含めてでありますが、その率がいいのかどうか検討も加えてい

きたいと思います。 

  いずれにしても、ただいま御提案のあった３点については、来季に向けて市庁舎

内でそれぞれ横断的に研究する大きな課題であると、このように認識しております。  

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） ３点目の農業施設のところにつきましては、園芸共済に加入

しているところはそちらの保険が適用になるかもわかりませんが、そうではない施

設については、やはり本人が非常に重い負担を強いられると思いますので、その辺、

制度がないところについての支援策について是非検討いただきたいということをお

願いしておきます。これは答弁結構です。 

  それから、二つ目ですが、耳鼻咽喉科のほうに行きたいというふうに思います。 

  これも市内の住民の方、あるいは小中学生の方、小さな子どもさん、多くの方が

今苦労されているというのは、もう御承知のとおりだろうというふうに思います。 

  総合病院でこの間、患者の多くを担ってきておりまして、平成26年度以降の患者

数を見てみたわけですが、やはり平成26年度、平成27年度は、一日当たり16人程度

の患者さんで推移しているわけですが、平成28年度、これは１月現在同一期で見て
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おります。平成28年につきましては、この１月で日平均32人ということになってい

るわけですね。ですから、これまでの２年間の倍の患者さんがこの総合病院に来ら

れているということで、とても総合病院で担い切れない状態があるというふうに思

います。相当待ち時間が長かったりで不満も出ているというふうにも伺っておりま

す。ですから、もう限界なんだという認識をまず持っていただきたい。 

  今も兵庫県のドクターバンクとかに依頼をしているというお話がありましたが、

やはりこれは本当に緊急を要するというふうに私は思います。ですから、兵庫県レ

ベルじゃなしに、全国に発信する必要があるんじゃないかなというふうに思います

が、市長、その辺の取り組みの意思ですね、ちょっと弱いんじゃないかなと思いま

すが、いかがですか。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 先ほどおっしゃった現状は十分理解しておりまして、県のド

クターバンクを通じて、さらにまた全国へも発信をしていただいております。あわ

せもって、全国からも、ある方もいろいろ問い合わせもあったりする現状でありま

すが、なかなか現実は厳しい状況であります。したがいまして、冒頭申し上げたと

おり、あらゆる機会や、あるいは機関を通じてその招聘については努力していきた

いというふうに考えております。 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） 努力されているということは分かっておりますし、私たち委

員会でも常に病院なり、あるいは健康福祉部のほうにもその要請を多くの議員から

しているわけですね。それだけ市民の方の思いというのは強いです。早く何とかし

てほしいと。これからまたこのシーズンが始まりますよね。ですから、本当に患者

さんにとっては日々大変な苦労をされているわけです。ですから、ここは努力する

だけじゃなくて、本当に確保してもらいたいというふうに私は思うわけです。 

  いろんな方法はあると思うんですが、一つは総合病院が今、週３日午前なんです

が、それをさらに拡大できるかというところで、いつもこれ以上神戸大学に無理は

言えないというふうにおっしゃっているわけです。だったら、定住自立圏の中で、

あるいは姫路も含めた中枢連携の中で、こういう医療に対する支援を是非してもら

うというような取り組みも、連携しているわけですから、そういうとこにも手を伸

ばして、いち早く確保するという、そういう考えはございませんか。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 当然あらゆるチャンネルを使って医師の確保を含めて、ある
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いは冒頭申し上げたその休診中のそれぞれの御家族の皆さんにも御理解いただきな

がら、いろんな活動はしておるところでありますが、結果としてはそういう状況で

あります。今後も西播磨を含めたチャンネルを活用して、さらに強力に進めていき

たいと、このように考えております。 

  ただ、現状、御承知のとおり特に学生の診療について、特に授業が終わってから

ということで、現在、たつの市あるいは姫路市の医療機関にも御無理をお願いした

り、あるいは校医としてもお願いしたりと、こういったことは続けておるところで

ありますが、さらに先ほどおっしゃったように喫緊の課題と、こういうことは十分

認識しておりますので、強力に進めていきたいと、このように思います。 

  また、あわせもって議員の皆さんにもこういういろんな情報がありましたら、ど

んどんお教えをいただいて、ともどもよろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） 是非、市長が先頭で旗振りになってやっていただきたいと思

うわけです。 

  総合病院の事務長とか健康福祉部、これは医師会のほうとの関係で健康福祉部だ

と思いますが、その部長さん方も日々このことを頭に置いて動いていただいている

んでしょうか。ちょっとその辺をお伺いしたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） 私のほうもそのつもりで探してはおるんですが、先

ほど市長のほうからもありましたように、極めて絶対数の少ない診療科であるとい

うふうなこともありまして、なかなか見つからないのが現状であります。 

  ただ、変則的なことであったんですけれども、柴原耳鼻咽喉科の施設を使って開

業医さんを募集するというようなこともやってみましたが、それに対して返事がご

ざいませんでした。こういったことも取り組んではみておりました。今後につきま

しても、いろんな手だてを考えて早く先生に来ていただけるように努力したいと思

います。 

○議長（秋田裕三君） 花本総合病院事務部長。 

○総合病院事務部長（花本 孝君） 昨年の３月末より市内の開業医さんが耳鼻咽喉

科のほうを休診をされております。その時点で４月の最初に神戸大学の耳鼻咽喉科

の教授のほうへ足を運びまして、休診になっておる現状を伝えております。以降、

８月と12月にも同教授を訪問いたしまして現状を伝える中で、現在月曜日、水曜日、

金曜日と派遣をいただいておりますけども、先ほど来出ておりますように、診察日



－135－ 

を増やしていただくことはできないかといったことにつきましては、こちらの病院

としての期待をしておりますけども、現状の応援をしていただいておるというのが

最善の状況となっております。 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） 神戸大学のほうにも行って要請をしているということでござ

いますけど、先ほど数字言いましたように、昨年の倍になっているわけですね、患

者さんが。週３回の午前中だけでは無理だというふうに思われますでしょう。その

辺の現状が通常とは違うんだということをもっと強力に言っていただいて、それに

かわる一時的にでも何らかの対策をとるようなこともすべきじゃないかと思います

けど、その辺がいかがですか。どういうことがネックで現状が変わらないんですか、

教えてください。 

○議長（秋田裕三君） 花本総合病院事務部長。 

○総合病院事務部長（花本 孝君） 先ほどありましたように患者数が平成28年度増

えておるということは、こちらも当然承知はしております。朝の受け付けから長い

場合でしたら、午後の２時あるいは３時ごろまで診察が続いているということで、

午前中から午後にかけて昼を挟んでの非常に長い待ち時間になっているということ

は、こちらのほうも十分承知はしております。 

  先ほどの説明の中にもありましたように、耳鼻咽喉科の専門医そのものが非常に

少ないということが一つはあります。神戸大学のほうから今応援をいただいておる

んですけども、そこに属されておる医師が神戸大学と連携をされておる総合病院以

外の医療機関のほうにも応援に行かれておると。そういった状況の中での週３日間

の応援をいただいておるという非常に厳しい状況の中での応援体制ということにな

っておりますので、これまで神戸大学のほうといろんな協議を重ねておりますけど

も、現状が最善というような状況になっております。 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） 厳しい現状はわかるんですけども、患者側に立って私は言っ

ておりますので、この週３日以外のところに、例えばですよ、できるかどうかを含

めお答えいただきたいんですが、定住圏を結んでいる四つのまちの中で、開業医も

含めて耳鼻咽喉科があると思うんですよ。たつのとか、そのあたりにね。そういう

方に週１回でもいいから、総合病院に来ていただいて診療をしてもらうというよう

なことはできないかどうかなんです。市の南部の方は、まだ宍粟市以外のところに

も行けるかもわからないんですが、北部の方ですね、そういう方にとっては市外に
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行くというのは大変なことですから、市内での診療を確保するという意味で週３日

以外のところに医師を派遣してもらえないかと、そういうことも可能性としてあり

ませんですか。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） ただいま御質問なされたことも、実は御承知のとおりこの西

播磨全体の医療圏の中で、県の福祉部のほうもいろいろ管轄する中で、このことは

心配をしていただいております。当然私も県の福祉部長にもこの話をして、３日間

のうち１日でも何とか他の病院からということもお話をしておるわけでありますが、

含めて神戸大学にもそういったことをお願いしております。神戸大学に対しまして

は、常駐の耳鼻科の先生を是非配置してもらいたい、さらに増員をお願いしたいと、

こういうことも当然要望しておるわけでありますが、残念ながら現状は今のとおり

であります。 

  ただ、このままというわけにはいきませんので、その市民の皆さんに大変御不便

や遠くへ行っていただいている実情もよく承知しておりますので、先ほど申し上げ

たとおり、いろんなチャンネルの中であらゆる手段を講じながら、あらゆる意見を

出しながら、最大限努力していきたいと、このように考えておりますので、ただい

まおっしゃったことも含めてさらに強力に医師招聘に努めていきたいと、このよう

に考えております。 

  ただ、繰り返しでありますが、いろんな情報がありましたら、市民の皆さん、ま

た議員の皆さんを含めて教えていただいて、私はトップセールスとしてどんどん言

っていきたいと、この思いでありますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと

思います。 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） わかりました。今市長のほうから強い決意を述べられました

ので、一日も早い確保をいただきたいというふうに思います。 

  また、私どももいろんな宍粟市出身で他府県で開業をされているという情報も聞

いている部分もありますので、そういうこともお伝えしながら、一緒になって医療

確保に努めていきたいと思いますので、これは市民の本当に強い願いでありますの

で、トップセールスでよろしくお願い申し上げます。 

  それでは、ほかの質問に移りたいと思います。 

  総合事業の関係でございますが、まず、基本チェックリストの関係をちょっとお

話をさせていただきたいんですが、サービスの利用手続の流れでございますけども、
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委員会のほうで総合事業の説明も受けているわけでございますが、チェックリスト、

総合事業を利用するための手順ということで資料をいただいております。それを見

ますと、この基本チェックリストを受ける方の流れを見ていきますと、介護予防サ

ービスが受けられない流れになっているんですね。介護予防サービスとは何かとい

いますと、福祉用具の貸与でありますとか、訪問看護、通所リハビリテーション、

こういうところに基本チェックリストに載っかる人は利用できないというふうにな

るわけですね。ところが厚生労働省が出している流れは、基本チェックリストから

入ったとしても、要介護認定の申請を受けるようになっているわけです。宍粟市と

若干これ違うんです、流れが。なぜこういう違いがあるのか教えてください。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） 特に他意はないと思うんですが、簡略化していると

いうか、そういう意味でちょっと違った形になっているんじゃないかなと思います。

チェックリストを受ける方、また希望される方は介護認定のほうの申請もしていた

だくということになっておりますので、拒むものではありませんので、その図が不

適切であれば、また修正をしたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） これは簡略化という意味ではないです。基本的な部分で違っ

ておりますので、是非、もし厚生労働省のほうが正しいんであれば、これは訂正を

いただきたいなと思うんです。 

  私がなぜ心配するかといいますと、先ほど言いましたように、緩和型のサービス

のほうにどんどんどんどん高齢者を誘導していくといいますか、そういうことをす

ることによって、事業者に払われる介護報酬が安いほうへ、安いほうへという流れ

をつくり出していこうとしているんではないかなというふうに、ちょっとうがった

見方ですけど、そういうふうにしてしまいますので、やっぱり本来の高齢者の方の

要介護の状態をしっかり見極めるという意味では、要介護認定申請という従来の手

続を優先的にやっていただきたいと、そういうふうに考えているわけです。いかが

でしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） ですので、今現行どおりのサービスを希望される方

は、認定申請をしていただくという方向でおります。このチェックリストを利用す

るという場合は、医師にかからなくてもいいと、費用がかからないのと、時間が短

縮できるというふうなことで、早くサービスを受けたいという方にはそちらを利用
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していただくというふうに考えております。 

  それと、あと、総合事業の考え方なんですが、本来ですと、有資格者は全てでき

ればいいんですけれども、例えばホームヘルプですと、ヘルパーさんの資格を持っ

ている方が全部できればいいんですけども、家事援助だけとか資格がなくてもでき

るような仕事ですね、そういった方につきましては、この緩和型のサービスで、最

低限の講習を受けて勉強された方になるんですけれども、そういう方にお願いして、

ただでさえ少ない人材を有効に、有資格者は本当に必要な方にサービスを提供して

いただくようにそっちへ回ってもらうと。家事援助で有資格者でなくっても研修を

受けた方で済む分については、緩和型のサービスを利用していただくと、そういう

理想といいますか、ことで進めておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） わかりました。私が心配するのは、非常に手続が簡単ですよ

というふうなことから、この基本チェックリストのほうにどんどん流れていくとい

うことで、本来の要介護状態のところがしっかり見られないおそれがあるというと

ころで心配しておりますので、そういうことはないということでよろしゅうござい

ますね。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） はい、そういうことはございません。そういう誘導

をするつもりはございません。 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） 確認させていただきました。 

  それから、次に、介護の担い手の部分でございますが、これももともとやっぱり

介護の現場は厳しいということから、それに見合った処遇がないということから、

介護離れということで人材が不足しているということもあって、国全体が介護士に

係る処遇を改善していこうというのが大きな目的で介護の担い手を確保しようとい

う意味だったと思うんですが、実際、この総合事業をどんどん展開されていきます

と、無資格者、資格がなくてもサービスに参入できるとか、あるいはボランティア

とか、そういう方はどんどん参加をしてくれという流れがつくり出されていって、

結局そういう無資格の人とかボランティアが参入することで、この介護者に対する

社会的な評価がどんどん下がっていって、誰でもできるやないかみたいなことにな

って、処遇がだんだん下がっていってしまうんじゃないかということで心配するわ

けですね。ですから、あまり早く無資格者が参入できるようなサービスに移行をど
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んどん進めるんではなくて、やはり従来型のサービスをきっちり宍粟市は確保して

いくんだというような、そういう基本的な考え方を示していただきたいと思うわけ

ですが、いかがでしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） 基本的にはそういう有資格者の方のサービスが提供

できれば一番いいとは思います。ただ、先ほど議員もおっしゃいましたけれども、

全体として本当に介護人材が不足していると。国のほうでも介護福祉士の国家試験

を昨年は15万人ぐらいの方が受験されたと。ところが今年は半数しかなかったと。

７万5,000人ほどしかなかった。学校のほうは養成校のほうで資格がとれるという

方法もあります。そちらにつきましても定員の47％ぐらいしか申し込みがなかった

ということで、確かに若い方から敬遠されているというような実態があります。 

  それにつきましても、試験が難しくなっているといいますか、専門性を高めてき

ちっとした資格として確立して待遇もよくしていこうという思いから厳しくなって

いるようなんですけれども、それがまた災いして受験者が減ったというような分析

をされておりました。処遇につきましては、私どもで実際でできるものではござい

ませんけれども、考え方としてはそういう形でできるだけ有資格者の方を望んでは

おりますけれども、現実としてはそういう対応をしなければやっていけないような

状況に、この地域もなってきておるということも認識をお願いしたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） その認識は私も持っているわけでありますけども、この総合

事業に移行することによって、そういう無資格とか、そういうとこにどんどんどん

どん参入が増えてきて、全体の評価が下がっていくということにならないようにと

いうお話でございまして、そこは市のほうが十分腹に持ちながら進めていただきた

いという思いでございますので、そこは共有していただきたいなと思います。 

  もう一つ、次のほうに行きたいんですが、包括ケアシステムのことがずっと前か

ら、ここ数年、前の総合事業ももう既に入っておりますから、今回の新たな総合事

業の前から言われておるわけですけども、今日、私が質問したことに対しまして、

具体的にどのように展開をされようとしているのかということに対してお答えがな

かったと思うんですね、一番最初に。この介護ケアシステム、各地域に具体的にど

う展開されようとしているのか、もう一度御答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） 地域包括ケアシステムを推進するということについ
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てですけれども、まず、圏域の関係ですけれども、宍粟市の地域がものすごく広く

て、その中に医療施設、介護施設が本当に山崎に集中して、北部３町につきまして

は希薄な状態という中で、同じパターンで進めることもできません。ただ、今さら

それをそしたら北部のほうに病院を建てるとかいうようなことも無理ですので、現

在ある医療施設、また介護施設、これを有効に活用できるような形で、住みなれた

地域ということで圏域を本庁であります山崎と、あと北部３市民局の管内ごと、そ

の中で確立していきたいなというふうに考えております。 

  その中で、北部には病院がございません。それにつきましては、もう山崎町の総

合病院あるいは姫路方面の病院しかありませんので、かかりつけ医にみてもらいな

がら、必要に応じて入院医療とか、そういった治療につきましては県外にも出て受

けないと、どうにもなりませんので、そういった形で進めていくというふうに考え

ております。 

  この中で新しい見守り体制といいますか、議員も御教示いただいているところで

ありますけれども、地域の中でそういった生活を続けていくための活動、そういっ

た例えばごみ出しですとか、そういった簡単な作業を御老人にかわってしていくと

いうことも地域の中で取り組んでいただけたと思っております。そういったことを

踏まえまして、必要な方は介護サービス、医療サービスを受ける、そしてできるだ

け地域で暮らせるように周辺の方々のお力をいただいて、そして、高齢者の方を支

えていくというふうに考えております。ですので、新たな担い手といたしまして、

地域の方々のお力をまたお借りしたいと考えております。 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） 市長、ここを一緒に議論させてもらいたいと思うんですけど、

今部長が言われたことはずっと前からおっしゃっていることなんです。それが総合

事業が始まる今日になって、これからまた総合事業に移行した後、これからの地域

包括ケアシステムをつくっていく、何年かかけてつくるわけでしょうけども、もっ

と具体性が欲しいんです。今言われた中でも、一つの枠組みとして国は中学校区を

単位として地域包括ケアシステムを確立しなさいということを言ってますが、宍粟

市は北部、波賀・千種は中学校区になるかもわかりませんが、一宮も大き過ぎます

よね。それから山崎も一つの圏域にされています。これも大き過ぎますわね。全然

キャパがそろってないですよね。 

  ですから、まちづくりは15の地区で進めるというふうにおっしゃっているわけで、

その辺とこの地域包括ケアシステム、一つはダブらせていく必要があると思うんで
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すよ。あれは小学校区単位ですけどね、だから、包括ケアの枠組みはもう少し大き

くなるかもわかりませんが、そういうまちづくりと、この福祉の力をつけていく地

域づくりというものを一緒に考えていかないと、別々ではならないと思うんですよ。

昨日からも自治会の機能がどうこういう話が出てましたでしょう。だから、そうい

うものをしっかりつくっていかなければいけないので、まず枠組みのところをもう

一度しっかり検討いただきたい。その中の一つ一つの枠組みの中に医療と介護と、

介護を予防する生活支援の仕組みがどういうふうに組み込まれていくのかというこ

とを具体的に書かないといけないんじゃないですか、もう。今になっているわけで

すから。お願いしたいとか、考え方を述べる時期は終わっています。もう具体的に

進めていかなければいけないと思います。ですから、まず、その枠組みを一回検討

いただきたい。 

  もう一つは、具体的にそこにケアシステムを入れるためには、二層の部分ですね、

一層、二層とありますけども、二層の部分のコーディネーターの配置が非常に重要

やと思うんです。生活支援コーディネーターが社協のほうに配置されました。しか

し、四つの社協がありますけど、二つの社協に１人の生活支援コーディネーターの

配置になっているでしょう、今。これではやっぱり地域と一体となって、そういう

枠組みは僕はつくれないと思うんです。ですから、最低でも言いました枠組みの地

域包括の枠をつくっていただいて、そこに生活支援コーディネーターを配置をして、

そして地域づくりで地域の皆さんと一緒にどういう包括ケアシステムの仕組みをつ

くるのかということを一緒になって議論していくと、そういう時期に来ているんじ

ゃないですかということを申し上げたいんですね。それについて、いかがでしょう

か、市長。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） ただいま御提案というのか、その話は私も全く同感でありま

して、ただ、冒頭申し上げたとおり、今回の総合事業はまさしくこれからの地域包

括ケアシステムをさらに構築する一翼であると。このことは間違いないだろうと思

います。 

  昨日から出ていますとおり、今日の宍粟市の現状を考えたときには、やっぱり自

治会やいろんなこと、いわゆるまちづくりと一体になって、この問題を考えていく

必要があると。その中で現実を見ながら、どう対応していったらいいのか。それが

おっしゃるように枠組みをこれから考える。今大きな枠組みはあるんですが、今後

今おっしゃったことも含めて十分議論を進める中で、よりこれからの宍粟市のいわ
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ゆる社会に向けたみんなで支えるまちをどうするかという観点で一つの議論として

重要な柱になりますので、今後具体的に進めていきたいと、このように思っていま

す。 

  ただ、なかなか市民の皆さんや、これからいろいろこういう方向に向けて、さら

に市も一緒になって考えていくというスタンスは非常に重要なことでありますので、

行政としては大きな枠組み、さらにこれから進めようという方向を明確にしながら、

進めていく必要があると思いますので、ただいま御提案になったことについても十

分これから検討あるいは研究、あるいはさらにそれを具体に向けて進めていきたい

と、このように考えています。 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） 部長にちょっと伺いますが、今後具体的に進めていくという

ふうに市長、今おっしゃいました。現在のところ、その第二層の段階でのコーディ

ネーターの配置と、それから協議体、それはどのように考えられているのか、今現

在。それをちょっと教えていただいて、今私がお話ししたような形に変わるのであ

れば、そういうことを検討していただけるのかどうか、ちょっと事務サイドで部長

のほうからちょっとお答えいただけますか。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） コーディネーターの関係ですけれども、確かに二つ

の区域を持って大変ですし、山崎ですと一つの区域というだけでも大きな広いエリ

アも持っています。大変なことだとは認識はしております。また、推奨していくそ

の協議会につきまして、今具体的なものは持っておりません。ただ、自治会ですと

か関係の団体の方々、そういったところを中心に構成させていただいて進めていき

たいと思います。 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） 第二層の生活支援コーディネーターの配置、それからそこで

の協議体、そこをもう一回真剣に考えていただきたいと思います。これを福祉のま

ちづくりを進める、地域の福祉力をどう高めていくかというところで、私たちも地

域で一生懸命やっているんです。でも、全地域にそういう思いが伝わっていないと

思うんです、まだ。地域に浸透していない中で総合事業としてどんどんどんどん事

業が地域におろされていっている。 

  具体的に言えば、もう今まで防災センターとか、北部のいろんな保健福祉センタ

ーでやっておられたお達者クラブ、ああいうものが廃止をされて、地域でそういう
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居場所をつくってくださいということが総合事業の中で言われているわけですね。

でも、それは市が一方的におっしゃっているだけで、地域がそういうふうにやろう

というふうになっていないと思うんです。ですから、私はこの二層の中での生活支

援コーディネーターと協議体が一緒になって、そういう介護の予防なり生活支援の

展開は今後そうなっていくんだということを共有して、一生になって何ができるか

ということを考えないといけない時期に来ていると思うんですね。そこをもっと自

信持って地域の皆さんと一緒に議論をするようなことをやっていただきたいと思う

んです。今それに取りかかっているということかもわかりませんけども、まだ第一

層のとこばかりですわ。第二層のところに全然着手されていないと私は見ています

ので、そこをいち早く進めていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） 議員さんおっしゃるとおりだと思います。先ほど協

議体のことはちょっと私も間違っておりまして、地域包括ケア推進会議という名称

で今呼んでおります。構成メンバーとしては医療・介護・福祉サービスの関係機関、

自治会、またまちづくり協議会等の代表の方と、そういった方々で協議体をつくっ

てまいりたいと思っております。私がちょっとうかつでしたので、先ほどのを訂正

させていただきます。 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） そういうことでよろしくお願いしたいと思いますが、市長、

もう一回最後に、それぞれ各地域で頑張っておられるまちづくりがありますね、そ

れと今の福祉が抱えている課題、この辺の両方をコーディネートするのが市長の役

割やと思うんですよ。そこはやっぱり宍粟市の地域を活性化していくためのまちづ

くりと福祉のまちづくりが一体になって調整していくということに対してお考えを

伺いたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 地域包括ケアシステムをさらにしっかりしたものにするとい

うことも非常に重要なことであります。ただ、これまでもいろいろ御指摘あったと

おり、やっぱりまちづくりや市民の皆さんのお力をお借りして、この難局を皆さん

と一緒に乗り越えていこうと。これはまちづくりだろうが、あるいは包括だろうが、

やること、方向は私は一緒だと思いますので、それぞれの皆さんのお力を借りなが

ら、こっちはこっち、あっちはあっちではなしに、皆さんと一緒という考え方の中

で進めていきたいと、そのことが大事だと思っていますので、十分認識しておりま
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す。 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） 是非よろしくお願いいたします。 

  では、最後になりますが、都市計画について再質問をさせていただこうと思いま

す。 

  本当にこの市街地のスプロール現象というのは非常に深刻な問題だというふうに

考えております。本来、中心市街地のほうに宅地化を進めて、そこは都市化を図り、

周辺は農地なりの環境を守ってということの土地利用としての区分けがしてありま

して、お互いにそのことによって、よい環境をつくっていこうということを目指し

てきましたけども、そういう枠組みはもう完全に崩れ去ってしまっています。 

  そういう宅地化の進行に歯どめかかからないという現状は、いかんともしがたい

わけですが、やはり一つは誘導策が私は要るんではないかなというふうにふだんか

ら思っています。市街地のほうに宅地分譲が進むような誘導策、先進地視察に行っ

たときには、ある程度の分譲開発に対して市が援助をしていくと、補助金を出して

いくと、そして、そこに若い人たちに購入していただくというような、そういう仕

掛けによって中心市街地のほうに宅地化を進め、周辺のスプロールを防止をしてい

くというようなことをまちづくりとしてやっている自治体の例も勉強してきました。  

  しかし、ここで個別のことをとやかく言うつもりはなくて、先ほど部長が言われ

たことも含めて個別事業をどうするかという問題ではなくて、都市計画全体のグラ

ンドデザイン、市全体を描いていくとおっしゃいましたが、そういうものをつくる

必要があるというふうに思いますので、それについてもう一度見解を述べていただ

きたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。市長のほうからでも結構です

が。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 先ほど担当部長が御答弁申し上げたとおり、現状は今おっし

ゃったとおりでありますが、その打開策としていろいろ御答弁申し上げました。 

  将来のあるべき姿、都市計画そのものを総合的ないわゆる都市計画プランという

提案でありますが、それは先ほど申し上げたとおり、見直しをしていく中で土地利

用も含めてまちづくりも含めて、その中で皆さんと一緒に検討していく必要がある

だろうと。そのことが先ほどおっしゃったようにスプロール化とかいろんなこと、

それから若者の定着に繋がっていく、非常に可能性があると思いますので、その方

向で進めていきたいと、このように思っています。 



－145－ 

○議長（秋田裕三君） ６番、大畑利明議員。 

○６番（大畑利明君） 最初にも言いましたように、これまでの成長型の都市計画で

はなくて、やはり人口減少、高齢化の中での都市計画というものを今後一緒に私た

ちも考えていきたいというふうに思います。よろしくお願い申し上げまして、私の

質問を終わりたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） これで、６番、大畑利明議員の一般質問を終わります。 

  続いて、小林健志議員の一般質問を行います。 

  16番、小林健志議員。 

○１６番（小林健志君） 16番、小林でございます。議長の許しを得ましたので、通

告に基づき一般質問をさせていただきます。 

  私の質問は、公共交通の利用促進についてでございます。 

  公共交通の利用状況については、平成27年11月から平成28年12月までの利用者数

２万4,698名、運行日数3,943日、運行便数２万6,298便となり、一便当たりの利用

者数0.94名となっております。平成28年 12月の１カ月では、利用者数1,857名、運

行日数272日、運行便数1,818便、一便当たり1.02名であります。利用者が少ないの

が現実です。過日、自治会等の意見を取りまとめながら、運行ダイヤは４月の改正

に向けて調整中であるとの委員会より報告がありました。改正が困難なものもある

との意見も聞きました。その中でお尋ねします。 

  数多くの公共バスを運行しておりながら、利用していただけないのは本当にもっ

たいない気がしてなりません。行く行くは私どもも利用しなければならない年齢に

なります。10年先か20年先かは知りませんが、それまで維持されているのか心配で

あります。また、小学生、幼稚園児の通学・通園に利用することはできないでしょ

うか。少子化で一自治会３名から４名といったところもあります。前にもお話させ

ていただきましたときには、教育委員会より４キロ以上なければバス通学はできな

いとお聞きをしました。しかし、道路拡幅にて交通量が多くなり、大きく迂回して

通学している子どももおります。せめて遠距離の子どもからでも利用させるべきだ

と考えます。 

  小学校でさえ統合しなければならない時代となっております。その際にはバス通

学が必要です。公安委員会、バス路線一般乗合旅客運送事業者の考えもあると思い

ますが、バス通学は考えておくべきだと思います。市長のお考えを伺います。 

  １回目の質問を終わります。 

○議長（秋田裕三君） 小林健志議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 
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  福元市長。 

○市長（福元晶三君） 小林議員の御質問の公共交通の利用促進について、御答弁を

申し上げます。 

  公共交通の利用状況につきましては、平成28年バス事業年度における路線バス乗

車人員は、目標とする20万人を１割超え、平成27年バス事業年度と比較して４割造

増を達しておるところであります。長年の懸案事項であった公共交通を再編し、１

年経過したところであり、課題も見えてきたところであります。 

  この利用状況は、単なる運行路線の増加のみが要因ではなく、運賃の定額化、さ

らに自治会長さんはじめ公共交通利用推進員さん、そういった利用の呼びかけ等も

ありまして、そういう状況になったのかなと、このように思っているところであり

ます。 

  しかしながら、小型バスにおきましては、お話にもあったとおり、目標とする１

便当たり1.5人に対して、それには到底達しておらない状況であります。先ほどお

っしゃったとおりであります。 

  地域で乗って守るという立場で現在並びに将来を見据えた地域の主体的な取り組

みが路線バスの維持に繋がるものと、このように考えております。私もあらゆる機

会、あらゆる場を通じてみんなで守りましょうと、欲しいとこういうところをお願

いしておるところであります。 

  そういう状況の中で、なかなか地域については場合によりまして減便、廃止、そ

ういったことについても、いずれかの段階で決断をしなければならない、こんなこ

とも予測としてあるわけでありますが、そうならないために今後地域の皆さんや多

くの市民の皆さん、またそれぞれの関係の皆さんの御理解や御協力をいただきなが

ら、さらに利用拡大に向けて努力を行わなければならないと、このように考えてお

るところであります。何としても地域で守って乗ると、こういう観点を広めていき

たいと、このように思います。そのことが重要であろうと、このように認識をして

おるところであります。 

  なお、バス路線運行の基本的な考え方としましては、大型バスは市民の皆さんに

広域的な移動に対応すると。小型バスについては交通空白地の解消と、あわせもっ

て市民の皆さんの日常生活の移動手段、そのために運行するものとしておりまして、

現状では小学校の通学利用も含めた路線バスの運行にはなかなか難しい状況であり

ます。公共交通の利便性向上に向けては常によりよい方法を見つけていくという姿

勢も大事であろうと、こういうことでありまして、先ほどありましたとおり、この
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１年を振り返っていろんな御意見を集約して御提示申し上げたところでありまして、

４月からも新たな運行体制を構築する中で、市民の皆さんにより利用しやすい、そ

ういったことも念頭に置きながら階段を上げていきたいと、このように考えており

ます。 

  さらにまた、常に地域の皆さんやいろんな方々と協議をし直して、見直すべきと

ころは見直すと、こういうことで今後も進めていきたいと、このことが大事であろ

うと、このように考えております。 

○議長（秋田裕三君） 16番、小林健志議員。 

○１６番（小林健志君） 先ほどの質問の中でも私も申し上げましたが、この平成29

年度の予算の中にも地域生活公共交通対策事業ということで１億9,455万7,000円と

いうような莫大な予算が組んでおられるわけです。もったいないという言葉を出し

ました。これだけのお金を使ってバスを走らせておるわけです。１年間いわゆるバ

スが運行しまして、ある程度はこういうバスが走っておるんだなという定着感は皆

さんも身についたんじゃないかと思います。その中で、やはり利用をしていただく、

みんなで守るというのが非常に大事であるというふうに市長もおっしゃいました。 

  そうすると、どうしたら乗ってくれるんだということが非常に問題になりまして、

各自治会でいろんな意見書が出ております。例えば乗った人にアンケートで要望を

聞いてはどうかというふうな意見もございました。これは乗った人はずっと乗られ

るから別にどうもないんだと思うんですけども、これから乗る人が非常にそろそろ

乗らないかんなといったときに、どの便に乗ったらいいだろうというのが問題じゃ

ないかなというふうに私は思います。 

  それと、この第１回目の質問の中で、通学バスに利用できないかということをお

願いをしております。これは自治会のほうからちょっとこういう文章が私のほうに、

お願いの文章であると思うんですが、来ましたので、ちょっと読み上げさせていた

だきます。 

  早速ですが、小学生の通学の件につき、公共交通、路線バスを利用して通学でき

るように努力をいただけませんか。平成29年度の１学期より児童が２名、３年生が

１名、と４年生が１名になるようです。つきましては、宍粟市市民協働課及び河東

小学校と早速協議をいただき、親にできるだけ負担にならないように、今はどの家

庭も夫婦共稼ぎになっておりますので、子どもの住みやすい自治会にしていただく

よう努力をお願いいたします。なお、このまま手をこまねいておりますと、自治会

も過疎がどんどん早く進むと思います。よろしくお願いしますという文章をいただ
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いております。 

  そこで、今、市長が通学バスに使うのは非常に難しいと、このことは前々からお

聞きをしておるんですが、この時間表を見ますと、３年生の子どもと４年生の子な

んですが、２人おるんですが、今から登校する、ちょうどその時間にバスが来るん

ですよね。その登校する道路をそのまま通るんですわ。ただ乗ったらええだけなん

です。そして、学校の前でまたバス停があるんですわ。そこで降りたらいいんです

ね。そういう本当に便利ように乗れるのに、乗ってはいけないというようなことに

なりますと、非常にもったいないんじゃないかなと。５分ぐらいはずれてますよ。

それはもうその子どもが早く起きて５分だけ早く出たら済むことでありますので、

そういうところがあるんじゃないかと思うんです。 

  これはちなみに、私の生まれた三谷なんですが、山を越すんで非常に１人、２人

では危険なんです。それと神野地区でも梯なんかは、いわゆる今、梯で何人おられ

るかわかりませんけども、そういう形でバスを利用する、それをどんどんどんどん

いろんな地域から、遠距離から利用させていただいて、バスの乗るお客というか、

方を増やしていくというのも一つの形なんじゃないかなと思いますけど、いかがで

すか。 

○議長（秋田裕三君） 坂根まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（坂根雅彦君） 具体的な御質問でございますので、私のほう

から答弁をさせていただきたいというふうに思います。 

  まず、市長のほうの答弁でも申し上げたんですが、今の公共交通の再編計画、そ

の中で想定をしておるのが、小型バスについては日常生活の移動手段を確保すると、

それが大前提で今やっております。そういう関係でほとんどの路線につきまして、

学校の始業時間、そのことを想定したダイヤになっていないということがございま

す。そのことをすることにおいては、非常に大きな見直しが必要になると、あるい

はそれが必要なのかどうかというところの議論も必要になってくるというふうに思

っております。 

  基本的に学校の子どもたちの通学、遠距離の通学の部分については、今教育委員

会のほうでその移動手段、スクールバスの手だてをしておるという状況の中で、現

状では路線バスについては、高齢者の皆さんであるとか、日常移動手段に車を持ち

合わせていない方々、そういった方々の移動手段を確保していくということが現状

での方向性ということでダイヤを組んでおりますので、そのことについては、もし

そのことが必要であれば、今後の課題ということになってこようかと思います。現
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状ではなかなか乗っていただけない路線というのが、ほとんどのところでそういう

路線しか組めていないというのが現状でございます。 

○議長（秋田裕三君） 16番、小林健志議員。 

○１６番（小林健志君） 今、まちづくりの部長がお話しされた縦割りの話、これは

路線バスはいわゆる生活の中で使うんだと。通学のバスではないんだと。これは十

分わかっております。土万小学校が菅野小学校と統合しまして、土万の子が通学バ

スで来ているわけなんですよ。こういうことはもう十分わかっておるんですが、せ

っかくバスか走って、１人も乗らんと、バスを動かしているんですよ。それを何と

か利用ができないかという話をしておるんです。縦割りの部長が話されることは、

ようわかっとんですが、せっかくダイヤがうまいこと時間が合って、乗っていたら

学校でおろしてくれる。これは本当に利用しないのが何かもったいなような気がし

て仕方ないんです。そのことを何とかなりませんかというふうな質問をしておるん

で、その辺は本当に検討していただいて、まだまだ私とこのほうはこういうふうな

時間を見ましたから言えますけども、もっと身近にあるんじゃないかなと思います。

北部のほうもこの子だけは乗せてやらなんだら、ちょっと歩いていくのが大変やな

という子どももおると思うんです。学校関係でいわゆる相談をしていただいたり、

自治会の中でもそういうことがあるんじゃないかと思うんで、部長が言われた縦割

りの話は十分わかっております。けど、空で、空言うのか、言葉悪いですけど、誰

も乗らなくて、ただ走らすだけというのは非常にもったいない。これは何とかして

考えていただかなければならないんじゃないかなと思いますんで、再度。 

○議長（秋田裕三君） 坂根まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（坂根雅彦君） 今運行しておる小型バスに、先ほども申し上

げたように、ほとんどのバスで子どもたちの通学になかなか対応仕切れてないとい

うのがあるわけですが、乗れるバスについては、それを拒むものでは全くございま

せんので、そのことについては、乗れる分については乗っていただくということが

いいのではないかなというふうに思っております。 

○議長（秋田裕三君） 16番、小林健志議員。 

○１６番（小林健志君） 力強い意見をいただきました。学校とも協議していただい

て、できるだけ利用をしていただきたいと思います。 

  市長も御存じのとおり、安富町が姫路市と合併しまして、狭戸のほうから学校に

通うときには必ずバスが出ておりますわね。今、あそこ、いわゆる通っておりませ

んがね、子どもは。ですから、そういうふうに進むところは進むんですよ。だから、
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通学バスというんじゃなしに、今生活で走っておるバスを利用して、何とか考えて

いただきたいと、このように思いますので、是非とも、できればこの春からでもそ

ういうところは進めていただきたい、このように思います。いかがですか。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 繰り返しになりますが、基本的な考え方はああいう形でバス

路線にした。ただ、今の運行時間帯でバスに乗っていただくのは、何も拒むもので

はありませんので。ただ、学校との連携やいろんなことがあるのかもわかりません。

それはまた教育委員会と調整して、可能なものは今ある形で使っていただいたらい

いんじゃないかと思います。 

  私も機会あるごとに、路線バス、本線というか、国道29号で乗るんですけども、

高校生、場合によっては中学生もいろんなちょっと遅れたり、体の事情やで乗って

おりますし、小学生はちょっと見たことないんですけども、いろんな方が幅広く乗

っておられます。ただ、ダイヤまで変えてどうこうということについては、今のと

ころ難しいんですけども、乗れる場合にはついては大いに利用していただいたらい

いんじゃないかと思います。ただ、課題があれば一緒になって課題を解決すればい

いと、こう思いますので、今後また教育委員会あるいは学校とも調整を進める中で、

進めていきたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） 16番、小林健志議員。 

○１６番（小林健志君） どうぞよろしくお願いをいたします。 

  最後に、私のことで申しわけないんですが、18年間議会活動をさせていただきま

した。終止符を打ちたいと思います。これまで皆さん方に大変お世話になりました。

ありがとうございました。また、今期で定年になられる職員の方もおられます。本

当に御苦労さんでございました。長い間お世話になりました。ありがとうございま

した。これで質問を終わります。 

○議長（秋田裕三君） これで、16番、小林健志議員の一般質問を終わります。 

  午前11時５分まで休憩といたします。 

  暫時休憩。 

     午前１０時５３分休憩 

                                       

     午前１１時０５分再開 

○議長（秋田裕三君） 休憩を解き、会議を再開します。 

  続いて、稲田常実議員の一般質問を行います。 
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  ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） ２番、稲田です。通告書に基づき一般質問をさせていただき

ます。 

  まず、１点目に資源ごみのコンテナ回収について質問させていただきます。 

  この４年間で民間委託と直営業務のあり方、リサイクル補助事業について、さら

に資源ごみの有効活用についてなど、４回にわたって質問してまいりました。 

  また、ごみ問題かと思われるかもしれませんが、市民の方々に日々負担をかける

作業でもあり、市の財政状況を鑑みても今後改善する部分があると思っております。  

  今回は、９月議会の一般質問で明確な回答を得られなかった資源ごみのコンテナ

回収について、詳しくお聞きしたいと思います。 

  宍粟市一般廃棄物処理基本計画にも記載されているとおり、平成30年度実施に向

け各地でコンテナ回収のモデル事業が実施されております。この計画はステーショ

ンを集約し、資源ごみを市民がいつでも出したいときに出せる仕組みをつくること

により、さらなる資源化を図るものと伺っております。 

  そこで、以下の４点について、質問いたします。 

  現在、市内に約1,200カ所あるステーションを今後どう集約していくのか。 

  ２番、コンテナ設置に対する費用は１カ所当たり幾らなのか。 

  集約後のステーションにまで出すことが困難な人を対象とした排出支援策につい

て。 

  ４点目に、宍粟市がにしはりまクリーンセンターに持ち込む資源ごみの売り払い

収入は年間幾らなのか。そして、今回の投資によって将来採算がとれるものなのか

を含めた費用対効果の見通しについてお伺いします。 

  ２点目に、理想とする観光産業について質問させていただきます。 

  宍粟市が他市に誇れるものとして、美しい自然がありますが、文化と歴史の存在

を忘れてはなりません。その一つとして、山崎本多藩があります。御存じ大河ドラ

マの真田丸でおなじみの本多忠勝ゆかりの地でもあり、この忠勝は「家康に過ぎた

るものは二つあり、唐の頭に本多平八」と言われるほどの名将で、本多記念館には

本多家の貴重な武具や古文書が保存されております。これらはほかの城から見ると、

うらやましがられるほどのすばらしいものだそうですが、現在、年に数回の一般公

開しかされておりません。民間の有志団体の手でこの本多藩を地道にＰＲしようと

する活動もされておりますが、本多記念館の存続の危機すら感じておられます。過

去にいろいろな経緯があったことは理解しておりますが、展示する資料館の確保を
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はじめ、地元の歴史や文化を継承する後継者育成に取り組まねばならないと感じま

す。この文化の継承は、社会教育の一部であり、保存されている歴史物は失うと二

度と手に入れることのできないものであると考えます。 

  山崎中心市街地活性化委員会でも、観光産業等に取り組まれておりますが、観光

だけでなく、文化を継承していくという意味でも、行政のバックアップが必要であ

ると考えます。そして、単にブームに乗ったものではなく、地域の文化を観光に結

びつけていくことこそ、地道ではありますが、理想の観光産業に繋がるのではない

でしょうか。 

  もちろん市長も地域の活性化、文化や教育の大切さについては、今までの一般質

問等で我々と共通の認識であると思っておりますが、改めて市長の見解をお伺いし

ます。 

  ３点目に、兵庫県立森林大学校開校に向けた環境整備について質問させていただ

きます。 

  この４月から兵庫県立森林大学校が開校いたします。定員である20名は確定した

と聞いておりますが、宍粟市に与えられた役割である住環境の整備、交通、学生の

食事等に関する整備の進捗状況をお聞きします。 

  以降は自席で質問させていただきます。 

○議長（秋田裕三君） 稲田常実議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  福元市長。 

○市長（福元晶三君） 稲田議員の御質問にお答え申し上げたいと、このように思い

ます。 

  ３点いただいておりまして、私のほうから観光産業の関係、森林大学の開校に向

けた、そのことについて、まず御答弁を申し上げたいと思います。 

  コンテナ回収については、具体的なこともありますので、担当部長より答弁をさ

せます。 

  最初に、観光産業、理想とする市長の考えと、こういうことでありますが、かね

てより観光を通じて宍粟市の豊かな自然や歴史や文化や、そして観光の中で交流人

口を拡大していきたいと、そのことがひいては定着に繋がると、こういうこともか

ねがね申し上げたとおりでありまして、観光というのは非常に大きな要素だろうと、

このように認識をしております。 

  ただいまおっしゃったように、山崎藩の本多記念館では、山崎藩主の本多家伝来

の古文書類をはじめ武器、武具等の貴重な資料を多数所蔵され、郷土の歴史研究、
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郷土文化の発展に資することを目的として、本多記念館も建てられたところであり

ます。その中でも貴重な資料を代々守っていただいておると、このことは十分承知

をしております。 

  その所蔵資料のうち、特に宍粟市指定の文化財であります山崎藩覚帳と、こうい

うものがあるわけでありますが、天明年間、1781年から1789年、この間のものであ

りますが、さらにそれから慶応と、それまでの山崎藩庁というのでありますが、そ

の執務日誌、藩庁として日誌を書かれておったものであります。地元の山崎日誌と

江戸日誌に分かれておるところでありますが、全82冊からになります。これほど詳

細な日誌が多量かつ良好な状態で残されておるということでありまして、これは全

国的にも珍しいということでありまして、江戸時代史の研究者の間でも貴重な資料

として評価をいただいておるところであります。 

  本多記念館に聞きますと、その資料等々を勉強したいという研究者もちょくちょ

くお越しになって勉強なされておるということでありまして、重ねてでありますが、

非常に貴重な資料と、このように認識をしております。 

  また、山崎市街地には、江戸時代の城下町を忍ばせる建造物や、あるいは酒蔵の

あるまち並みも残されておりまして、その地域や、あるいは酒蔵はじめ住民の方々

も何とかということで現在も保存に努力をなされておるところであります。 

  さらにまた、お話があった活性化委員会によって活用策の検討、あるいはやまさ

きまち歩きガイドの会の皆さんによる観光客の案内等々も受け入れていただいて、

その周辺の散策をしていただく中で、歴史に触れていただいておると、こういう状

況であります。 

  もちろん市内には、山崎だけではなく多くの文化財のや歴史文化遺産が数多く残

されておりまして、それらを適切に保存するとともに、観光あるいは地域づくりの

大きな資源として活用すること、あわせもって、後世に引き継いでいくこと、これ

が最も重要なことだと、このように捉えておりまして、そのとおりだと、このよう

に思っております。 

  そこで、平成29年度の事業では、郷土資料や、あるいは古文書、先ほど申し上げ

た山崎藩覚帳はしっかり解読がなされておるんですが、その他実際中身が解読され

ておらない古文書もたくさんあるわけであります。そういったものの整理作業の取

り組みをさらに拡充して古文書講座の開催なども開く中で、歴史への理解を深めて

いただくようなことも一つの手法として取り組んでいきたいと。同時に、歴史文化

を継承していくための、そういった人材を育成することも非常に急務な状況となっ
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ております。したがって、歴史や、あるいは文化を組み合わせた取り組みの中で、

さらにまた、まちづくりやいろんな方々と認識を共通認識をしながら、観光産業へ

繋げていく、そのことが市の活性化の大きな要因になろうと、このように考えてお

りますので、その点で進めていきたいと、このように考えております。 

  次に、県立森林大学校開校に向けた環境整備はどうなっておるのかということで

ありますが、それぞれ多くの市民の皆さんや議会のそれぞれの皆さんから御提言い

ただいて、ようやくこの４月から第１年次として開校する運びになりました。当初

心配しておりましたが、応募が本当にあるんだろうか、どういった状況になるんだ

ろうかと、こういうことでありましたが、第１次募集をかけていただいた段階で、

早くも20数名応募があり、20名が決まり、さらに第２次募集に入ったと、こういう

状況は御報告したとおりだと思います。 

  そういう中で、一つには、宍粟市内からも数名の方がそこにチャレンジをしてい

ただいて、大学で学んでいって、何とか宍粟市に定着をして、この森林を守ろうと、

こういうことにも繋がったようであります。大変ありがたいことだと、このように

考えております。 

  この４月には、一宮市民局の第２庁舎で開校して、来年以降は染河内小学校の校

舎を使わせていただいて本開校となると、こういうことでありますが、その大学の

開校に向けた住環境等の整備の進捗状況と、こういうことであります。 

  まず、住まいにつきましては、空き家を活用していただいて、学生向けのシェア

ハウスを３棟、９名分整備をしております。また、新年度予算に計上させていただ

いておりますとおり、下宿や賃貸住宅に入居する学生さんに対しまして、下宿費の

補助制度によって経済負担を軽減していきたいと、こんなことも考えておるところ

であります。 

  また、通学に係る交通につきましては、現状の公共交通を御利用いただくことに

なるわけでありますが、２年目につきましては、学校校舎の位置が染河内地域に変

わると、こういうことでありますので、学生の通学状況を見ながら、実情に応じて

配慮をしていきたいと、このように考えております。 

  食事につきましては、主に昼食についての配慮が必要ではないかと考えておりま

すが、一宮市民局周辺にはコンビニやスーパー、飲食店がございますので、その利

用をしていただきたいと、このように考えておりますが、民間の給食サービスの御

案内もさせていただく中で、トータルに利用についてのお示しをしていきたいと、

このように考えております。 
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  ただ、２年目については、１年目の状況を見ながら、さらに課題も整理しながら

検討を加える必要があるだろうと、このように考えております。 

  森林大学校の地域協議会ということで、地域の皆さんにそういう協議会の設置を

していただいて、いろいろ地域の課題や地域で応援する、そういったこともいろい

ろ御検討いただいております。委員の方からも、どのような支援ができるのかとい

うことも含めて学生を快く受け入れる体制、あるいはそこで頑張っていただこうと、

こういう体制を整えていこうという前向きな意見もたくさんいただいております。

今後、学生の方の負担のかからないように、どういった形がいいのか、学校や協議

会の方と十分協議しながら、市としての支援策も含めて検討していく必要があると、

このように考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  次に、担当部長のほうから御答弁させます。 

○議長（秋田裕三君） 小田市民生活部長。 

○市民生活部長（小田保志君） 続きまして、資源ごみのコンテナ回収につきまして

は、具体的な内容でございますので、私のほうからお答えいたします。 

  まず、１点目のステーションの集約についてでございますが、自治会内の世帯数

とか資源物ステーションまでの距離をもとにしまして、現在、1,140カ所余りある

ステーションとは別に、市設置と市の補助のよりまして約300カ所の資源物ステー

ションを整備していきたいというふうに考えております。 

  この事業につきましては、特に市民の皆さんの御理解と御協力がなければ進まな

い事業でございますので、この設置に当たりましては、十分な地域での説明をする

中で、御理解、御協力を賜っていきたいというふうに考えております。 

  続きまして、コンテナ回収に必要な費用についてお答えいたします。 

  資源物ステーションの設置費用につきましては、１カ所当たり28万円を一応基準

ということにして算定のほうをさせていただいております。それと、コンテナその

ものにつきましては、１ステーション当たり２万4,000円を積算の根拠にしており

ます。 

  続きまして、３点目のステーション排出が困難な人を対象とした排出支援につい

てですが、現在、曜日、時間、収集物を指定していますが、資源物ステーション設

置後につきましては、時間を気にせずに少量から排出できるようになりまして、隣

近所や自治会等による助け合いについて御協力をお願いしたいというふうに考えて

おります。 

  既に一部の地域では、自治会や住民ボランティアグループによるごみ出しや、電
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球の交換などの生活援助や見守りサービスなどを実施いただいておりますが、その

ような動きがほかの地域でも進めていただけないか、住民による共助について依頼

をしていきたいというふうに考えております。 

  続きまして、４点目のにしはりまクリーンセンターにおける宍粟市の売り払い収

入でございますが、平成27年度におきましては約600万円になっております。また、

費用対効果につきましては、平成30年度以降コンテナ回収を実施することによりま

して、収集手間が効率化できる関係で、年間約1,000万円程度の経費削減等を見込

んでおります。 

  以上でございます。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） そしたら順番どおりごみ問題から再質問させていただきます。 

  まず、300カ所とされた根拠がちょっとよくわからないんですけれども、４カ所

に１カ所ぐらいまとめられるつもりなのかなということなんですけども、ちなみに

お隣の佐用町です。ここは直営なんですけれども、佐用町では可燃ごみステーショ

ンが550カ所、粗大ごみステーションが160カ所、資源ごみステーションが303カ所、

現在であります。佐用町の面積は３万744平米、人口１万7,051人に対して、宍粟市

は少し古いデータですけども、面積６万5,860平米、人口３万9,347人とほぼ倍以上

であります。佐用町でも現在、住民からステーションを増やしてほしいという要望

が出ておるそうです。現在計画のステーション数では300カ所という根拠がよくわ

からないんですけれども、恐らく収集場所を増やしてくれという要望がかなり出て

くると思うんですけれども、その辺の対策についてお伺いします。 

○議長（秋田裕三君） 小田市民生活部長。 

○市民生活部長（小田保志君） 昨年の11月からモデル地区でそれぞれ実施をしてい

ただいておるんですけれども、今のモデル地区につきましては、それぞれの地域に

１カ所だけというふうなことの条件で取り組んでいただいております。その中で、

いろいろとアンケート調査をする中で御回答のほうをいただいております。その中

では、50％の方がいつでも出せるというようなプラス面の御回答をいただいている

んですけども、片や２割程度の方から遠くなったというようなことで、近くに設置

してもらいたいとか、そういった御要望がございました。そこらの意見を勘案しま

して、一応、市としては100％の補助ということで、半径１キロをベースにそれぞ

れの地域で何カ所できるかということと、それと、あと世帯数ですが、世帯数も勘

案しまして、一応１カ所から３カ所、それぞれ検討しました。その中でもやはり１
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キロは遠いというふうな御意見をいただいておりますので、今のところは歩いて５

分程度というようなとこで、一応半径400メートルの半円でしますと、それらを合

わせますとトータルで300カ所というふうな一応マックスの状態になります。マッ

クス300カ所というようなことになります。 

  今後、地域に行きまして、場所の問題とかがありますので、やはり集約とかそう

いったことがされるかと思いますけれども、一応行政としましては約400メートル

のところまでは迎えに行きますよと、何らの手だてを打ちますよと。それ以上につ

いては申しわけないですけども、３番のところで答えましたとおり、共助のところ

で何とか御理解願えませんかというふうなスタンスでございます。 

  それと、佐用町の例も出していただいたんですけれども、宍粟市の今の１カ所当

たりの世帯数にしましては、１カ所当たり48世帯程度になるわけです。あと姫路市、

安富町とか新宮町、こちらのほうにつきましても、１カ所当たり45から51世帯、そ

ういった世帯になっておりますので、やはりこの二つの市につきましては、コンテ

ナ回収によりまして、要はリサイクル活動をやっているというようなところでもご

ざいますので、そういったことでリサイクル活動へ移行するには、こういったある

程度の集約のところが限界なんかなというふうに判断をして、今の300カ所という

ふうなことにさせていただきました。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） そしたら、先ほどの説明で１カ所当たり28万円、合計300カ

所、単純に8,000万幾らかのお金が必要となるわけですね。現在、売り払い収入が

年間600万円ということになったんで、これ単純に15年、コンテナも永久的にもつ

ものではないと思います。やっぱりあとの修復であったり、いろんなことも含めて

ランニングコスト的に合うんですか。 

○議長（秋田裕三君） 小田市民生活部長。 

○市民生活部長（小田保志君） 一応8,000万円余りの今回予算のほうを計上させて

いただいております。それで、年間1,000万円、二つの委託事業を出しております

が、そちらのほうと、あとごみ袋の売り払いで一応マイナスになっておりましたん

で、その分と合わせまして1,000万円毎年コンテナ回収に移行しますと、その分が

浮いてくるというようなことで、一応8,000万円を机上の計算上では８年で要は回

収できるだろうというふうなもくろみがございますが、その将来的に稲田議員も以

前から言われていると思いますけれども、リサイクル活動をして、にしはりまへ持

っていかないようなことができないかというようなことでいろいろ検討しました。
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その辺のことも将来的には早急に進めていきたいと、調整のほうをしていきたいと

いうふうに考えております。 

  もし、それが実現しますと、今委託をしている委託料が丸々要らなくなるという

ような試算にもなってきますので、さらに大きなメリットがあるということと、そ

れとあわせてリサイクル活動の補助金、今現在５円とか10円とかをＰＴＡにお支払

いしているんですけれども、それが自治会等で取り組んでいただければ、そういっ

たものが今度自治会のほうに入っていくというようなシステムをつくることができ

ますので、それでもって自治会さんのほうで地域活動とか福祉の活動に使っていた

だいたらなというふうに考えております。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） あとの仕組みについては後ほど質問させてもらうとして、民

間委託する分が1,000万円、この根拠は僕よくわからないんですけども、30年に３

年ごとの入札があって、今新聞、雑誌、ダンボール、布類に関しては３年間で

5,670万円の経費がかかっております。それから、瓶類、アルミスチール、缶に対

しては３年間で5,832万円かかっているんですね。年間1,800万円余り、これが年間

1,000万円、両方で減るというのは、恐らく今度入札のときに車を多分業者も買い

換えないとだめだということで、これ何で３年間にされているかということは部長

もよく御存じだと思いますけども、１年、２年では車の償却ができないから、３年

単位となっているはずなんです。その車のことも考えて、単純に1,000万円減ると

いうのは、ちょっとアバウトな感じに思えるんです。 

  だから、減る分とかいうのは、僕は収集経費を減らすことじゃなくて、このこと

によってどれだけ環境が改善されるかということと、それから、先ほどおっしゃっ

た、僕提案させてもらおうと思ったら、そちらも同じ考えだったので、やっぱり資

源回収はにしはりまへ持っていかなあかんという申し合わせ事項があったそうなん

ですけど、僕らもそれ見たことないので、もし、にしはりまクリーンセンターに宍

粟市の行政が集めるごみは全て持っていかなければならないという取り決めがある

ことを前提として、それはルールに従わなければならないので、たつの市が行われ

ている集団回収であったり、そういう方向に持っていくべきやと思うんですね。 

  今このコンテナ回収でコンテナを整備することが今後の集団回収に結びつけられ

るものかなと。僕が常々考えているのは、例えば自治会単位にコンテナがあると。

小学校や中学校、また各自治会の集団回収とあわせて自治会ごとに二月に一遍とか、

集めていただいたら、若い人の手も借りれる。自分で持っていくというのは400メ
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ートルいうても、お年寄りは大変です、特に重たいものですからね、瓶とかいうの

は。そういうものは持っていくということ自体が厳しいと思うので、そこは自治会

の手を借りる、子どもの手を借りる、若い人の手を借りるという方法は、これがそ

もそも経費の削減、それから自治会の収入、それから排出、この三つのウイン、ウ

イン、ウインでいけるんじゃないかなと。 

  だから、やはり今、集団回収予算が1,100万円ほどとってあって、実績から言う

たら900万円台ですかね、ここが年々落ちておるんですね。子どもの減少とかじゃ

なくて、やっぱりそれは自治会内のいろんなさまざまな問題もあったりして、減っ

てきておると思うんで、業者に聞いてみたんです。自治会で回収することによって、

集団回収が減るんじゃないかと。いや、それは逆やと。やっぱり意識が上がってい

くので、出てくる量は増えるという回答をいただいておりますので、できれば集団

回収に結びつけるために、適正なコンテナの指定、最初は市が全額負担しても、あ

との追加分に対しては50％の負担ですかね、自治会は。うん言いませんよ。14万円

出して、それで何かメリットあるかと考えると、やはり自治会に収入がおりてこな

いとだめなんで、そこは奨励金の単価を見直す必要は僕はないと思います、こうい

うのは相場があるんで。だから、その意識としてお金が自治会におりるんやという

仕組みをなるべく早く、要望が出る前に、将来的なプランを示して、自治会に協力

いただくのがベストなんじゃないかなと思うんですけれども、それに関しては。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） かねてより資源ごみの有効活用だったり、あるいは循環型社

会の構築をということ、あるいはリサイクルの推進ということを稲田議員はじめ議

会からもいろいろ御提言をいただいておりました。ようやくこういった形に向けて、

その方向を向いていこうということで、大変ありがたいことだというふうに思いま

すし、実は、一昨日、私も波賀の連合自治会の皆さんといろいろ協議をさせていた

だいて、特に上野の自治会でいわゆるモデル的になされておりました。自治会長さ

んからその報告もいただきました。 

  その中で、いろんな課題があったけども、特にああいう豪雪の中でどうだったん

ですかという他の自治会長さんからの御質問、いやいや雪が降ったら誰も持ってい

けへん、いつでもやさかいに、それから１本でも２本でも機会あるごとに持ってい

く、そういう面ではよかったなあということと、反対に課題もたくさんある。みん

なで課題を見つけながら、そういう循環型社会を一緒にやりましょいやという動き

になりつつあるということを御報告いただきました。 
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  それから、今御提案のあった、例えば自治会でいわゆる回収して、そういったこ

とも、これはそういうことも考えられるんと違うんかなというふうな御意見もあり

ましたので、私はそのとおりだと思いますので、ただいま御提案のあったことにつ

いて、また担当部長が答えたとおり、その方向を向いて一定の段階もあると思うん

ですが、方向は間違いではないと思いますので、今おっしゃった方向を向いて、こ

れからいよいよ市民の皆さんに何のために、何でこのやつをやるんだということを

しっかり訴えて、一緒に考えていく機会をどんどんつくって、いい方向に持ってい

きたいと、こう思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 将来的に集団回収の方向にいくことを期待しております。 

  続きまして、２点目の観光産業についてということなんですけれども、やはり地

域の文化を財産と考え、それから歴史物も財産でありますが、以前、山崎文化会館

周辺地、その土地を本多家より譲り受けるときに、資料館を建てるというようなこ

とが大分前の話ですけども、あったそうなんです。それが市長がかわられるたびに

うやむやになってしまって、現在本多資料館、これ楽天の三木谷氏の補助で、家計

で見ると本多家の下のほうに三木谷氏がおられて、その方の助成もずっとじゃない

んですね。今後、これ本多記念館が公益財団法人なんで、自分とこでどうこうして

いくというのはなかなか難しいような状況と聞いております。 

  市として、先ほどおっしゃったような貴重な資料、覚帳とか、そういったものだ

けじゃなくて、これこの間、姫路コンベンションセンターの方と話しすると、姫路

から見るとのどから手が出るぐらい欲しいものなんやという話を聞いて、僕もわか

らなかったんで、ちょっと勉強させてもらいましたということで、いろいろ調べさ

せてもろうたんですけど、そら、すばらしいものだそうです。その価値はわかりま

せんけども。例えば何でも鑑定団というような、そういう形のＰＲの仕方もありま

すし、何せ、その記念館がまちあるきガイドの人も案内してくださるんですけども、

藤まつりであったり、もみじまつりといった、こういうお祭りのときだけであって、

ちょっと寂しい気がするんですね。 

  本多記念館独自でなかなかそういう運営もできないので、できたらこれ本当は、

図書館の２階に置いてあった時期もあったんですけど、やはり管理が難しいもんで、

湿度がある程度なければ、その辺で手で触れるものでもない、ちゃんと手袋をしな

きゃと、そんなものらしいんです。ですから、これを今後維持していくために誰が

守るんやということになるんですね。民間なのかと、民間というか、ＮＰＯ、だか
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らやはりここは市のほうが何らかの態度を示していただいて、守っていかなければ

ならないもんじゃないかなと思うんですけども、その辺に対してちょっと。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） ただいまお話のあったとおり、財団法人本多記念館は一昨年

から三木谷研一さん、楽天の会長のお兄さんでありますが、その財団法人のほうの

長として運営なされておりまして、私も２、３回お会いしていろんなお話をさせて

いただいて、何とか本多記念館も含めて守っていきたいと。ただ、やっぱりどうし

ても限界があると、こういうこともお話がありました。そのとおりだと思っていま

す。特に先ほどおっしゃったように、先ほどの覚帳もそうでありますが、御承知か

もわかりませんが、馬具の袈裟、さらにまた甲冑、そういったものが本当に全国に

類のないということで、それを守り伝えることも非常に至難のわざだと、こういう

お話も聞いたところであります。 

  そこで、昨年12月定例議会でも、まちの活性化とあわせて、いわゆる菅山振興会

の土地をどうするんだという御質問もありました。そのときに御答弁申し上げたと

おり、これからの山崎のあの商店街区を含めた、あるいは文教ゾーンを含めた地域

の将来を展望したときに、何としてもあそこを文教ゾーンであるとか、あるいは活

性化の拠点であるとか、そういったことも含めて考えていきたいと。そのためには

第一歩として菅山振興会さんのほうに市の考え方をお示ししましたと、この答弁を

させていただきました。 

  私の思いとしては中学校、小学校、文化会館、図書館等々ある中で、やっぱり貴

重なものを次代に繋いでいく、そのためには一定のやっぱり館というんですか、そ

ういったものが当然必要であります。そういったことも含めて今後十分皆さん方と

も、市民の皆さんやあるいは議会の皆さんとも協議しながら、あるべき姿を探って

いく中で、是非先人の守ってこられたものを次代に繋ぐ、私たちの役目を果たして

いきたいと、このように考えておりますので、またその折には御支援をいただきた

いと、このように思います。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） よろしくお願いします。いろんな補助金が市にもあって、簡

単に出せるものと、そうでないものがあると思うんですけれども、ちょっとブーム

の話になりますが、最近、歴史ブームということで、たつののほうでも、それから

西播磨は特にそうですね。宍粟市でも手づくり甲冑の会とかが活躍されておりまし

て、市内のさまざまな祭りで武者行列とかされて、ある意味盛り上がっているんじ
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ゃないかなと。これは全国各地で賑わいを見せております。もともと本多家でいう

と、千葉県の大多喜町ですかね、匝瑳市との関係もいいんですけどね、その辺の本

多繋がりでちょっと大多喜町なんかと連携してもらったらなと思うんです。 

  この会、有志団体なんですけど、やっぱり各種団体とか、いろんな同じ同一団体

とか、関係団体に声かけして、ここへ呼ぼうとしてくださっているんですね。例え

ば、このたび、藤まつりのときにも企画されたり、もみじまつりももちろん企画さ

れておる。何か補助金ないかというふうに聞かれたんですけども、元気げんき大作

戦はどうかと言うたら、やはりこれは初年度はなかなか出にくい、継続事業に対し

ては出ておりますけども。 

  そういった補助金に関してのことでちょっとお伺いしたいんですけども、元気げ

んき大作戦がいつも不用額が残るということは、やはり漠然とし過ぎているんじゃ

ないかなと、補助金がね。例えば福祉やったら福祉に関するもの、それから教育や

ったら教育に関するもの、それから観光やったら観光に関するもの、こういう細か

く細分化することが補助金を使いやすい、また提案しやすい状況になるんじゃない

かなと。 

  よく聞くのが、この事業をするに、何かいい補助金ないやろかって、よう聞くん

ですけど、なかなかそれが難しいんで、できれば事業に合った補助金の細分化を考

えていただいて、もちろんそれをブナ基金に使われるとか、いろんな補助金を使わ

れるか、いろんな選択肢はあると思うんですけども、わかりやすい補助金の申請方

法、内容じゃないんですね、補助様式じゃないんです、どれか選べるような状況、

必要なものに合った補助金制度の構築というものを一度考えていただきたいんです

けれども、その件についてよろしくお願いします。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 元気げんき大作戦、あるいは補助金のことについては、後ほ

ど担当部長の考えもありますので、担当部長から答弁させますが、前段おっしゃっ

た本多公のことについて、大多喜町のお話が出ましたので、実は、一昨年、大多喜

町の町長さんともお会いをさせていただいて、大多喜町の町長さんいわく、本多記

念館にきちっと保存されているものについては非常に本多家全体のものというのは

ここしかないと。そこで何とか連携して一緒になって本多を含めたまちづくりをや

りましょうというお話があった。今年に入りまして、ＮＨＫの大河ドラマに何とか

本多忠勝を題材とするものについて、ドラマがでけへんかというお話がありました。

一緒に連名でとりあえず要望していこいやというお話がありまして、まだ１回始ま
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ったところであります。これがどうなっていくかは別として、そういう動きは御報

告申し上げたいと、のように思っております。 

  そういう中で、山崎甲冑についても、財団法人本多記念館の皆さんが中心になり

ながら、今現在、宍粟市民に対して甲冑の会というものを広げていこうという動き、

同時にもみじ山とか、いろんなイベント、また、今年度行われる藤まつりに向けて

もと、こういう動きがあります。可能な限り支援できることについては支援を探っ

ていきたいと、このように考えております。 

  それでは、具体的なことについては、担当部長から。 

○議長（秋田裕三君） 坂根まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（坂根雅彦君） 元気げんき大作戦のことですので、具体的な

ところについて、御答弁をしたいと思います。 

  御指摘いただいたように、わかりにくんではないかなという声はこれまでも何回

かお聞きをしております。この元気げんき大作戦の事業の趣旨といいますか、ＰＲ

の方法、できるだけ市民の皆さんの自由な発想でソフト事業に取り組んでいただく

というところの広い意味合いで補助制度を設けております。よって、対象とならな

い事業、例えばハード的な整備のことでありますとか、あるいは宗教的なこととか、

そういったものは対象外ですよと言いながら、それ以外のもので自由な発想で提案

をしてくださいと。その中で、市民の皆さんの代表、認定審査会のほうで審査をし

ていただいて、認定をしていくという手続をとっております。 

  ただ、御指摘いただいたように、なかなかわかりにくいよということも、これま

でもお聞きをしておりますので、自治会長さんのほうに、これまでも御説明をして

おりますが、次回、説明する段階では、例えばというような例示も含めて、あるい

はこれまでの認定事業の内容もお知らせをする中で、ＰＲをして広く使っていただ

けるような努力をしていきたいというふうに思います。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 元気げんき大作戦、これ事業って何でもそうですけど、初年

度にお金が要るんですね。継続というのはあくまで初年度の実績を見てもわかるん

ですけども、初年度に次年度のことを続けていただけるんであれば、貸し付けとい

うようなことも考えられると思うんでね。次年度にそれを返していただく、やっぱ

り最初にお金が要るんです。２年目、３年目、結局３年間しかないわけですから、

その後は自主財源でやらなあかん部分も出てくると思うんで、結局そのときになっ

て困るんで、本当はその３年間の間に自立してくださいよということあるんであれ
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ば、やっぱり最初の１年間が大事じゃないかなと。ですから、満額45万円ですかね、

満額出なくても、何かの初期策としてまた考えていただきたいなと思います。 

  観光に関しては、もうくどくど言うつもりはないんですけど、やっぱり官兵衛ブ

ームというのがありまして、これがもうちょっと火が消えそうなんで、何とか地道

に、ブームに乗ったものじゃなくて、文化を継承ということで、それを観光に結び

つけていただきたいなと思います。 

  次に、森林大学校に関してなんですけども、そもそもこの森林大学校というのは、

どういう願いで何を求めて設立を望まれたのかをまずお聞きします。 

○議長（秋田裕三君） 中村企画総務部長。 

○企画総務部長（中村 司君） 森林大学校、県立の大学校なんですけども、やはり

森林経営、あるいは林業に携わる人々の人材育成という部分が１点あります。 

  それと、兵庫県はやはり森林も多くありますので、その多機能の部分を習得して

いただいて、いろいろな森林環境の部分にも生かしていただきたいという、あるい

は野生の動物による獣害対策など、その部分について地域の貢献活動についてもや

っていただけるような学習を通じて人材を育成するということで設立されたという

ことでお伺いをしております。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 一つ抜けているんですね。定住者を増やすため。これは将来

ここへ来られている、学校に来られた方が宍粟市に住み続けたい、そのための古民

家利用じゃないんですか。だったら、アパートに住んでいただいても結構ですし、

下宿でもいいわけなんです。わざわざ古民家を改修したというのは、もしかしたら

そこに住んでいただけるかもわからんと、違う場所、これね、今３カ所ですけど、

当初はもっと要望があったと思うんですね、10カ所でも20カ所でも。その辺が一向

に進んでいないわけです。 

  市内の空き家が、このたび具体的にいいますと、先ほど９名の定数ということで

11名応募があるはずなんです、シェアハウスに住みたいという方が。残りの２名は

どうされるんですか。 

○議長（秋田裕三君） 中村企画総務部長。 

○企画総務部長（中村 司君） 定住促進、市の住宅施策の部分、シェアハウスの件

でございますので、この部分につきましては、現在入学生20名ということになった

とお聞きをしております。その中で、学生のニーズ、どういう部分で必要かという

ところもちょっとわからなかった部分がございまして、新年度につきましては３棟
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分は今現在用意をしている。この部分については空き家の改修、その部分で定住促

進を図るというのは、大きな市の命題でもございます。ですから、このほかのまち

づくりでも今やっておりますけども、おためし住宅の部分とか、そういう部分も広

げて一般的な移住者も含めて考えていく施策になるかなとは考えています。 

  とりあえず、今、シェアハウスにつきましては、学生専用の部分で考えて、今、

状況が把握できない段階で取りかかっておりましたので、今のところ３棟を予定を

している、そういう現状でございます。 

  現在、今11名ということをお聞きしました。しかしながら、すぐ改修できるもの

でもございません。ですから、３月14日が学生への説明会とお聞きをしております。

その部分でのニーズを把握して、来年度以降のことも考えて、シェアハウスにつき

ましては、新年度にも予算計上はさせていただいておりますので、その部分で対応

していきたい。ですから、それが間に合うまでの間はアパート等を御利用をしてい

ただくことになるかとは考えております。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 12月ぐらいですかね、アンケートというか、その意向調査を

聞いて、２月、そら間に合いません。せやから県にはやっぱり人材いうんか、確保

をお願いしたわけですね、設立と。市には住居と交通と食事は市にお願いしますよ

というのが県のスタンスですね。市が直接招致とか誘致にかかわったものじゃない

からということは恐らくないと思うんですけれども、やはり県の動きに対して市の

動きが少し緩いかなあと。これは、今部長、首かしげられるけども、実際民間で考

えたら、当たり前のことです。民間で考えたら、もてなしで人を呼ぼうとしておる

わけですね。そこに住む場所がないとか。これ今後の、来年以降の募集にも影響あ

りますよ。宍粟市へ来たら住居もしっかり、それから食事もある程度の整備はして

くださったと。これお客さんですよ。ここに大学あるから来てくれたんじゃないで

すよ。これはつくって新しいもんやし、林業やってみたいと思う人が来てくれたん

やから、目いっぱいおもてなしをしましょうよ。そしたら、来年以降、この森林大

学校すばらしいことになって、また新たに20名が来られて、もしかしたら、拡充で

きるかもわかりません。でも、今のままで最初は埋まるかなあというような状態、

わかります、初年度なんでね。でも、今後、今年のやり方が来年以降の評価に繋が

るんですから、できれば至れり尽くせりとまでは言いませんけども、少なくとも住

居、特に、山崎とか一宮の今は安積で近くですけども、来年以降、染河内地区に行

ったときに、えっ、こんな話聞いてなかったというようなことはないと思いますけ
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ども、やはり学生というのは利便性、それから住宅環境だけでなくて、食環境とか、

いろんなことを考慮して、住むとこを決めると思うんで、全ての学生のニーズには

応えることはできんと思いますけども、ある程度、そのために意向調査をされてお

ると思いますので、できる限りそこは学生の要望に応えていただきたいと思うんで

すけれども、もう一度お願いします。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） おっしゃるとおりでありまして、市として積極的に誘致をと

いうことで働きかけて、何としても森林から創まる地域創生の第一弾として県に要

望したところでありまして、県も英断を加えていただいた。それには多くの方々の

お世話になって、宍粟市に決めていただいたと。このことはもう当然でありますの

で、受け入れ体制も県と市、それぞれの役割分担をしながら、その役割に応じて積

極的にやっていく、これは当然のことであります。 

  ただ、今100％かといいますと、100％でないという状況も当然ありますので、あ

あ、あそこを受けて、あそこへ行ってよかったなあ、何とか宍粟市で働いて、定着

していこうと、その思いに至ってもらえるように、今後もさらに努力をしていかな

ければならないと、こう思っておりますので、その点では、ただいま申し上げたと

おり、さらに市一丸となって進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 空き家のことでシェアハウスで、普通家賃が幾らかかかると

ころを一人で負担するのが大変やから、二人、三人でシェアするものだと思うんで

すけども、この宍粟市の場合は一人で住んでも、三人で住んでも一人当たりの単価

は変わらないと、１万円ですかね、のことを聞いとんですけど、やはりシェアハウ

スのありがたみを出そうと思ったら、やっぱり家賃に差がないと意味がないと思う

んですね。一人で住んでも仮に１万円、三人で住んでも一人１万円で３万円やと、

全くこれはシェアハウスの意味がないと。普通のアパートに住むより、下宿とかの

補助要綱が充実してきたとはいえ、どちらに住むかになると、やっぱりそこが判断

材料になると思うので、要は、空き家のこれからシェアハウスの希望がもし増えて

くるようであれば、やはり整備していかなあかんと。少なくとも今の倍はないと、

次年度以降、持ちこたえられないわけですから、この空き家のことに関してなんで

すけども、当初空き家条例が制定されたときに、空き家の利活用についてかなり議

論があったと思うんですね、条例の中に盛り込むかどうかというのを。しかし、条
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例ということで大まかなことで、そのときは見送ったんですけども、その後のやは

りこういう要綱は進んでいるんですかね、空き家に対する市が要綱をつくっている

と思うんですけども、どの辺まで進んでいますか。 

○議長（秋田裕三君） 坂根まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（坂根雅彦君） 要綱のことをお尋ねですので、こちらのほう

に手元資料を持っておりませんので、具体的なお話はできないかと思います。ただ、

要綱というより空き家対策がどういうふうに進んでいるかというふうな部分でお答

えさせていただいたらよろしいでしょうか。 

  市のほうで条例化をした以降、それぞれの御存じのとおり、空き家バンクという

ことで進めさせていただいております。その点、空き家バンクの需要というのは非

常に高まってきておるというところがございますが、一方で、空き家を登録してい

ただく皆さんの数がなかなかそれに追いつかない。中心市街地というところの空き

家が出ると、どうしても需要がやっぱりそちらのほうにいって、すぐに誓約される

というような状況も出てきているというところで、御相談に結構頻繁にお越しにな

る状況はあるわけですが、十分な例えば50とか60とかというようなところでの御紹

介に至ってないというところがありますが、一定の確保はできておるというところ

で、十分な部分で御相談に応じられているかどうかというところについては、一定

そのあたりの紹介ができている状況にあるんではないかなと、そんなふうに考えて

おります。 

  いずれにしましても、今回、いろいろ制度的にも見直していく必要があると思い

ますが、どうしても家財道具のことでありますとか、仏壇のことでありますとか、

所有者の方がどうしても１年に１回帰ってきてというようなお気持ちも持っておら

れると。そんないろいろな状況の中でなかなか登録には至っていないという状況も

ありますので、そのあたりのＰＲを今後においても続けていきたい、そういうふう

に考えております。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 市が空き家の情報を全て把握するのはなかなか難しいと思う

んですね。それから、新たな物件というのはなかなか市のほうで把握するというの

は、もともとこの条例というのは危険家屋の代執行のためにつくられたものかなと

思うんですけども、空き家の有効利用について、ですから、そこが進んでないのか

なと思うのもわかります。ただ、この森林大学校をするのに、まず空き家というこ

とが前提であるのであれば、やはり市が責任を持って、どこの大学でもやっぱり共
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済組合等があって、そこを繋ぎとなって窓口になっているんで、ＮＰＯ相手でも構

いませんけども、やっぱり市がどっかに関与して、最終的なところはやっぱり市が

お世話をしていくという形じゃないと。その不動産屋さんとの連携というか、なか

なかとれてないように見受けられるので、そこも含めて一つの業者だけじゃなくて、

いろんな業者が持っている物件を出していただくような仕組みをつくらないと、今

後進みませんよ。 

  だから、最初にやろうという声が上がったときにも、実際そこを動いてないです

から、やっぱり不動産業者とこれから連携をとってやっていただきたいなと思うん

ですけども、最後にそこだけ答弁をお願いします。 

○議長（秋田裕三君） 間もなく12時でありますが、このまましばらく会議を続けま

す。 

  中村企画総務部長。 

○企画総務部長（中村 司君） シェアハウスだけでは足らないというところは承知

しております。それで下宿の補助等も新たにお願いをするところでございまして、

今度３月14日にどういう、説明会の中でニーズ等も把握しまして、学生ですから、

やはり生協的な部分で学校で幾らか助けられる部分、そういうことで地域の協議会

もつくっていただいて協議も進めております。しかしながら、学校のほうの体制が

まだ決まっておりませんので、その辺の深いところまでは議論が行っておりません。

ですから、どうしたらいいのかというところでとまっているところもございます。

その辺でやはり不動産の関係、そういう賃貸の関係の紹介等も含めて支援をしてい

く体制に努めていきたいと考えております。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 学生に対することだけじゃないですよ。古民家というのはふ

だんからやっていかなければだめなんで、今、学生がシェアハウスを募集されとう

からって、急に連携をとれるものでもないですから、今間で条例制定されて２年間

の間にやっておかなければならないことだったんで、その辺の取り組みについてお

願いしますと言ってるんです。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 確かに宅建、あるいは不動産屋の皆さんからも、どないしよ

んやと、もうちょっと私らも協力できるので、少しうまくシステムをつくれいやと

いう御意見もいただいております。それは森林大学に限らず、宍粟市全体のいわゆ

る空き家をどう活用していくか、それから、その業界が持っていらっしゃるノウハ
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ウを市と一体となって生かそいやという御意見もいただいておきます。これは大き

な課題でありますので、このことについては今後おっしゃったようなことを、それ

ぞれ双方詰めながら、いいシステムかできるように、有効な空き家活用になるよう

に最大限努力していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） これで、２番、稲田常実議員の一般質問を終わります。 

  午後１時10分まで休憩します。 

  暫時休憩。 

     午後 ０時０２分休憩 

                                       

     午後 １時１０分再開 

○議長（秋田裕三君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

  続いて、岸本義明議員の一般質問を行います。 

  １番、岸本義明議員。 

○１番（岸本義明君） 一般質問ですが、提案をしながら質問をしていきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  地方創生、まちづくり推進についてでありますが、我が宍粟市におきましては、

日本酒発祥の地として日本酒で乾杯条例を制定しました。この日本酒発祥の地の由

来は、皆様御承知のとおり播磨風土記であり、その宍禾郡庭音村の条に「米飯にカ

ビが生えて、すなわち酒を醸もさしむ」とあることから導き出されております。 

  この記述は昨年12月議会でも紹介しました。酒の生き神さま、坂口謹一郎氏の著

書「日本の酒」の中でも古い時代の日本の酒づくりを物語っている貴重な資料だと

紹介されております。 

  市当局におかれましても、日本酒発祥の地として宍粟市を売り出し、地域活性化、

地方創生に繋げようといろいろと知恵を絞り頑張っていることと思います。私も同

様、12月議会でも話したとおり、「日本酒発祥の地 宍粟へようこそ」といった看

板を中国道沿いに立てることを提案したり、山崎中心市街地活性化の酒蔵通りの取

り組みを何とか庭田神社に結びつけられないか等々、関係者とこれまでずっと話し

合いを重ねてきておりますが、今回、ある方にいいヒントをいただきました。 

  去る２月５日、日本を代表する発酵学者、小泉武夫、東京農大名誉教授の講演会

が防災センターで行われまして、聞かれた方も多いかと思いますが、その中で先生

は、「せっかく風土記に記載されているのだから、麹文化、発酵食品によるまちづ

くりを」と述べられたと参加された人から聞きました。これは非常にいい提言をい
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ただいたのではないかと思います。 

  先生の言われたとおり、風土記に言う米飯にカビが生えたものは今の麹であり、

麹は米に働き、醸されたものが酒であるということになります。日本酒の発祥は、

すなわち麹文化のルーツに繋がるものと言えます。 

  そこで提案です。今朝も文化の継承の話が出ておりましたが、ここで宍粟は発酵

文化発祥の地だと名乗りを上げて、発酵をキーワードにしたさまざまな取り組みを

展開することです。例えば、麹を活用した発酵によるまちづくりをしている全国の

団体がありますが、そこと連携した活動による宍粟市のＰＲはいかがでしょうか。 

  次に、市民主体の発酵食品の製造による特産品づくり。そして、特色ある発酵レ

ストランの展開。発酵を健康・美容志向に繋ぐ取り組み。発酵にまつわるイベント

を開催し、マスコミを通じて全国に発信する等々ですが、ほかにもこの発酵に結び

つく活動事業はたくさんあると思います。 

  これまで私は日本酒発祥地ということばっかりにこだわってきましたが、それを

もう一歩進めて、できれば庭田神社を発酵の聖地と位置づけた上で、地域創生、ま

ちづくりの一環として市民と一体となって幅広い分野で、裾野の広い発酵というキ

ーワードを用いた取り組みを展開することは、将来に向かって夢の描ける取り組み

になるのではないでしょうか。ということで、市長の見解を伺いたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（秋田裕三君） 岸本義明議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  福元市長。 

○市長（福元晶三君） それでは、岸本議員の御質問に御答弁申し上げたいと、この

ように思います。 

  最初に、御提案の中で前段ありましたとおり、昨年12月議会で坂口先生の本の御

紹介をしていただきました。この日本の酒ということでありまして、私も読ませて

いただきました。坂口先生は文化勲章をもらわれておりまして、日本でこの酒の歴

史としては第一人者ということで言われておりまして、大変ありがとうございまし

た。まさしく日本酒発祥の地として、あるいは播磨の風土記のそのこともこの中に

明確に記述をなされておりました。 

  先ほどお話がありましたとおり、本年の２月５日に防災センターで行われました

小泉武夫先生の講演会を私も拝聴をさせていただきました。あわせもって、またそ

の後に先生と懇談する機会を得たところでありますが、その懇談の席上で繰り返し

になりますが、播磨国風土記に宍禾郡庭音村の条に、今の染河内の庭田神社がある
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ところでありますが、酒を醸しむ地と、こう記されており、まさに日本酒発祥、あ

るいは麹発酵文化発祥の地であり、他の地域にまねのできない貴重な資源であると。

これを活用し、また発酵文化で地域おこしを行っている市町と連携して、市の活性

化を行っていくべきであると。こういった貴重な御提言をいただきました。まさし

く先ほどの話のとおりであります。 

  特に、1300年前のこういった事象を踏まえて、麹というのは全国的にも宍粟市に

類がないと、何とか是非、市長、それをもとにまちおこしをやったったら、さらに

地域創生やまちができますよと、こういうようなお話でありました。発酵はもうそ

れぞれ議員の皆さん御承知のとおり、健康あるいは美容、さらにまた特産品等々の

開発にも繋がるものでありまして、多くの方々にはなじみの多いキーワードであり

ます。観光客の増加にも繋がるとともに、特産品づくりによる地域の活性化にも繋

がると。将来の向けて夢のある取り組みであると、このように考えております。 

  私も実は、１月下旬から２月上旬にかけまして、東京のほうに何回か陳情、ある

いはいろんな懇談で行かせていただいて、東京のほうで急激に温度が上がって20度

前後のときがいっときありました。そのときに、あるところで、いわゆる麹を使っ

てのジュースなり、いろんなことのある意味の御提言のレストランみたいなものが

ありました。特に、いろんな色合いを醸し出すようであります。ピンクのものとか

がありましたが、若い人たちから高齢者の皆さんまで、いわゆるそういったものを

飲んでいらっしゃいました。それはやっぱり先ほど申し上げた健康、あるいは美容

を含めてでありますが、そういった嗜好への高まりを肌で感じてきたところであり

ます。 

  この御提案の麹を活用したまちづくりをしている全国の団体との連携した活動に

より市のＰＲをと、こういうことでありますが、現在、小泉先生から御紹介のあり

ました全国発酵のまちづくりネットワーク協議会、こういうのがあるようでありま

す。お聞きしますと、24、 25程度の自治体が入会をなされておるということで、是

非ということで御紹介をしていただいて、先般入会の申し込みを行ったところであ

ります。さらに、今後においては、市の内部、いわゆる庁内の横断的な組織を立ち

上げる中で、これからの道筋を明確にしなくてはならないと、このように考えてお

ります。 

  また、同時に、市民の皆さんとの協働による活動も目的とした、ある意味の協議

会的な組織の立ち上げも行っていかなければならないと、このように考えておりま

して、当然市だけでということではありませんので、先ほどお話があった地域の皆
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さんと一体となって、この文化、あるいはこの特色あるまちづくりを進めることが

肝要であると、このように考えておるところであります。 

  また、御提案の裾野の広い展開をと、そのためには、まさに行政・市民・事業者

が一体となった協議会と、こういうことでありますので、その方向で進めていくこ

とが重要であると、このように捉えております。 

  現在、市内各地でつくられている味噌、あるいは漬け物、日本酒に加えて市民主

体の発酵に関連した特産品づくり、まさに先ほどおっしゃいました発酵食の発酵レ

フトラン、あるいはそれにまつわるイベント、そのような開催を行うことによって、

今後一体感の醸成に繋がっていくものと、このように考えておりまして、それがま

さに地域創生へと繋がっていくものであろうと、このように考えておりますので、

その方向で推進をしなくてはならないと、このように思っております。 

  いずれにしましても、今後におきましては、日本酒発祥の地を一歩進めて、発酵

のまち、あるいは発酵文化発祥の地宍粟、そういったこともキーワードにして今後

の地域活性化に取り組んでいく必要があるだろうと、このように考えておりますの

で、その方向で積極的に進めていきたいと、このように思っています。 

○議長（秋田裕三君） １番、岸本義明議員。 

○１番（岸本義明君） 大変心強く感じましたので、よろしくお願いしたいと思いま

すが、先ほど言われましたように、この事業を進めていこうとするんですが、先ほ

ど何でしたか、全国発酵のまちづくりネットワークですか、そこに加盟しておるの

は20数市ですか、うちは味噌だとか、うちは醤油だとかいうことで、多分１品１品

でもってやるようなことになっとんじゃないかと思います。そういう点でこの宍粟

市は、もう酒も含め、味噌も醤油も漬け物もという形で裾野を広くやるというのは、

ほかにないんじゃないかと思いますので、是非広げてほしいんですが、そのために

は先ほどおっしゃったように、やっぱり協議会的なものをつくって、組織づくりを

して進めていかないと、なかなか前へ進まんと。そのときにはやっぱり、当初は市

役所かやっぱり頭に立って、音頭をとっていかないかんのじゃないかと思います。 

  それと同時に、そういうことを引っ張っていくリーダーを是非据えてほしいなと。

以前、広島県の塩原市ですか、視察に行ったときに、そこで農産物の６次産業化と

いうのがありました。そのときに、現地の人が言うのに、ここまでこの産業がうま

くいったのは、何とかいうリーダーの人、この人が引っ張ってくれたんです、あの

人がいなかったら、この産業はここまでいってませんというような話をされてまし

たんで、是非ともそういうリーダーを養成というか、据えてほしいなと思います。 
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  そして、そのリーダーは企業、会社、団体、グループ、そして個人にまで声かけ

をして、やりましょうよと、そして、市役所内部でもこれは多分、幾つかの部局に

関係してきますので、その部局を横断的に引っ張っていける声かけをして、そうい

う人を是非リーダーに据えてほしいなと。 

  それと同時に、これは新しい提案なんですが、条例をつくっていただけませんか。

例えば発酵文化推進条例とかいったものをつくって、これは参加しようとする企業

やとか、団体、お店、個人までが非常に仕事がやりやすくするように、そういう条

例をつくって、そこに協議会を設けること、そして、発酵技術を技術的にアドバイ

スできる人をそこへ置くというようなことで、必要に応じて助成金も出すと、その

助成金はほかにもたくさんいろんな事業であるかと思うんですが、わざわざ条例を

つくって助成金を出すという形で進めていけば、私は話題性が出てくるんじゃない

かと思うんです、全国的にも。そういう意味で、マスコミにもそういう形で条例を

つくって、こういう事業をやりますというのがいいんじゃないかと思うんですが、

その辺についてどうでしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 先ほど全国のネットワークについて、概ね23市だったと聞い

ておるんですが、その中には自治体も、あるいは民間団体もあるということで、自

治体としては多分まだ数少ないと、こういう中であります。ただ、そういうふうな

組織の中でネットワークができている。そこに加盟をさせていただいたと、こうい

うことであります。 

  特に、先ほどおっしゃったように、これから条例は別にしまして、市民の皆さん

にもそういった我がまちの特色や歴史を踏まえながら、一緒になって考えていくと

いうことは大事だと思います。ただ、そのためには、市役所内部で十分横断的な組

織を立ち上げて、さらにこれからリーダー養成をどうしていく、さらにまた、これ

からどうやって市民の皆さんにアピールしていく、あるいはどうやって打って出る、

こういったことも十分協議しながら、さらに協議会が必要であれば、場合によって

条例制定の中で明確に位置づけてやっていくという、こういうことも考えられます

ので、ただいま御提案のことにつきましては、今日のところは、必ずしますとか、

せんとかじゃなしに、可能な限り前向きで進めていく中で、課題整理をして進めて

いきたいと、このように考えております。 

  あわせもって、麹のことにつきましては麹菌ということで、皆さん方は御承知の

とおりでありますが、宍粟市でも、かつてそれぞれで麹をいろいろつくられていら
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っしゃった方があるんですが、先般、小泉先生の懇談会の中でも１名の方が、実際

麹をなされている方もおみえになって、残念ながら、麹菌をつくる技術そのものを

次代にどうやって繋いでいこうという御心配もなされております。市内で数件であ

ります。そういったことも守り伝えることも含めて、私は今後協議会やいろんなと

ころで模索しながら進めていくことが非常に大事だと、このように思ってますので、

今おっしゃったことについて、その方向をもって課題を整理しながら、着実に進め

ることに手順をもって進めていきたいと、このように考えております。 

○議長（秋田裕三君） １番、岸本義明議員。 

○１番（岸本義明君） それと、もう一つまた提案があるんですが、今、生活圏拠点

づくり事業ですか、今あって、第１番に一宮町でやると。一宮生活圏拠点づくり、

その中に御形の里づくり事業というのがあるんですが、私はこの発酵の中心地を本

当は庭田神社の近辺へ持っていきたいと思ったんですが、場所的にもちょっと難し

いかなと思ったりするんで、できたら、御形の里づくり事業の中に、その一環とし

て家原遺跡周辺に発酵特産品の展示場といったものを設置できないかなと。そして、

そこに日本発酵文化研究所という看板を立てて、看板は看板で研究所ですけども、

そこへいろんな発酵技術を持ったアドバイスできる方、アドバイザーの事務所、そ

れと同時にいろんな方々から来た人が体験できる館を併設して、そこを一大拠点に

してはどうかなと。そして、そこを中心に発酵イベントというんですか、イベント

も開催して、今、世の中体験ブームとか、体験ツアーとかいうのがありますので、

そういうものに来てもらって、インベトをして体験もしてもらえるといったような

健康志向、手づくり志向のそういう時代の流れに沿ったイベントを開催してはどう

かなと思ったりもするんですが、いかがでしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 中岸産業部長。 

○産業部長（中岸芳和君） 貴重な御提案ありがとうございます。何分、発酵という

ものにつきましては、我々のほうの職員のほうも今から研究していくということで

ございます。その中で、当然、御形の里づくり事業の中で、家原遺跡にある各種施

設を活用し、賑わいづくりをつくっていくのも必要なことではあるとは考えており

ます。 

  まず、そのためには、協議会というより、市民の皆様と一緒に研究会的なものを

立ち上げて、その中で市民主体でやっていくようなイベントなり、発酵文化の拠点

になるところを立てていくと、このような形でいわゆる今、山崎の中で行われてお

ります中心市街地活性化、これも民間の方にいろいろと知恵も出していただきなが
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ら、民間主体でやっております。この形を用いてこの発酵文化についても進めてい

けたらなというふうに考えております。 

○議長（秋田裕三君） １番、岸本義明議員。 

○１番（岸本義明君） そういうふうに前向きに捉えていただきましてありがとうご

ざいます。御形の里づくり、そういうとこで家原遺跡のあの辺の、例えばあいた建

物とか、そういうものを使うことは市民局長別に問題はないですか。 

○議長（秋田裕三君） 椴谷一宮市民局長。 

○一宮市民局長（椴谷米男君） 御指名いただきましたので、市長、産業部長以上の

ことは言えないんですが、一宮市民局としての考え方とか、それも含めて御答弁さ

せていただきたいと思いますが、先に私も小泉武夫先生の御講演を聞かせていただ

きました。麹菌というのは、国の菌に指定をされておりまして、国の花がサクラで

あったり、キクであったり、国の石がメノウであったり、国鳥がキジであったり、

そういう国の指定のものがありますが、この麹菌というのは、世界でも例を見ない

日本が国の菌として指定をしておるというようなところのお話をされました。 

  昔から、日本の食文化には麹菌が欠かせないというのがあるわけでございますが、

先ほどからも何回も出ておりますので、どうかと思うんですが、酒はもちろん味噌、

それから酢、酢は非常に若い人に人気がございます。それから漬け物、それから甘

酒とか、甘酒も紅白、色をつけて二つをセットにして、売ることもできるというよ

うなことも言われておりました。甘酒は飲む点滴とも呼ばれておるというようなこ

とで、健康と美容にも非常に効果があると。女性にも人気があるというようなこと

も言われておりました。 

  それとまた、胃腸薬であったり、洗剤にも使えるというようなところのお話もさ

れておりました。市長も言われたとおりなんですが、麹文化の発祥の地、岸本議員

さんからも言われておりますが、本当に宍粟市は知的財産、このいい知的財産を持

っておるというようなこと、それと、まず大人がこの麹の勉強をしないといけない、

そして、子どもたちに教えることが大事であるというようなことも先生はおっしゃ

っていました。 

  それから、先日、藻谷浩介先生の御講演の中でも、非常に日本は外国から輸入を

しながら食べておると。イタリアなんかがいい例ですが、オリーブオイルとかいろ

んなパスタであるとかをよく食べておると。そのかわり日本から出ておるのはなか

なか少ない。この麹を使ったものは非常に世界にアピールできるものではないかな

という、非常にいいお話をいただいたなと私も思ったりしております。 
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  今言われました御形の里づくり事業の関係でございますが、昨日も飯田議員さん

のほうからも拠点づくりの御質問があったわけですが、第１のダムは南のほうで、

今の市民局周辺のところで考えておりますが、非常に一宮は広うございますので、

北部のほうをどう考えるかということで、今回この御形の里づくり事業を提案させ

ていただいておるところでございます。 

  一宮の北部の３地区、下三方・三方・繁盛地区でございますが、20の自治会がご

ざいます。この20の自治会が繋がっておるのは、御形神社でそこが繋がっておりま

す。そういうところから御形の里、ネーミングも御形の里でどうだろうかというこ

とで提案をさせていただいております。 

  平成29年度につきましても、予算提案をさせていただいておりますが、一宮の北

部の活性化と観光の拠点として、家原遺跡公園、それからまほろばの湯を中心に一

体的に整備を行いながら、地域資源を生かした地域の活力を創出するというところ

で思っておるわけですが、子育てや若者の定住対策に加えまして、高齢者等の健康

づくりも推進していきたい、そして地域間交流、都市との交流も拡大を図っていき

たいというふうに思っております。何よりも地域住民の皆さんが繋がっていただく、

元気で活躍できる場をつくるという事業でございますので、お願いしたいなと思っ

ております。 

  また、もう一つですが、家原遺跡でございますが、縄文から鎌倉までの住居跡の

複合遺跡でございまして、よく御存じかと思いますが、面積が5.4ヘクタールござ

います。やや縮小しながら、展示しているところもありますが、歴史資料館の中に

は、資料で展示しておりますので、是非ともここを見ていただきながらお願いした

いなと思いますが、この種類の遺跡では西日本で有数の規模・内容を誇っておると

いうふうに言われております。 

  また、周辺には御形神社がございまして、本殿は宍粟市の唯一の国の指定の文化

財にもなっております。そういうところから、国内だけではなく、外国人をターゲ

ットにできる公園であるかなと思っております。そういうところを施設のことも言

われましたが、そういう世界に向けた発信ができる、そういうようなところかなと

も思っております。そして、この施設につきましては、三方地区の活性化の検討委

員会とかそのあたりで御形の里、３地区が一緒に取り組んでいただく取り組みも始

まっております。既に麹を使った食文化も繁盛のグループであるとか、そういうと

ころでつくっていただいております。そういう発信をしていただきながら、先ほど

御提案のありました施設につきましても、可能性があるのではないかというふうに
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思います。 

  大変長くなって申しわけありません。 

○議長（秋田裕三君） １番、岸本義明議員。 

○１番（岸本義明君） 結論として使っていいということをお聞きしましたんで、あ

りがとうございます。いいＰＲの機会を与えたような気がします。 

  それで、もう一つは、先ほども産業部長が山崎中心市街地活性化委員会との連携

という話もされました。そこでは、地酒ホテルという話もありますので、是非とも

発酵職人をした発酵レストランもそういうとこへ加えていただくように話しかけて

いただいて、何とかその中心市街地の活性化委員会との連携も図っていただきたい

なというふうに思います。 

  それと同時に、今、しそう森林王国観光協会では、宍粟市の食のブランド化事業

で発酵食を取り上げて、今研修会を行っております。ちょうど時期を得たというん

ですか、やっております。何週間にもわたって発酵食の研修会をずっとやっており

ます。「私たちの生活に密着した微生物の仕事」という題で発酵食品とか、発酵食

の代表的なものとか言うてたくさん挙がっておりますが、そういう勉強会もして広

めていこうとしていますので、是非、市街地活性化と同時に、この観光協会のほう

とも連携した動きをしてほしいと思うんですが、産業部長、お願いします。 

○議長（秋田裕三君） 中岸産業部長。 

○産業部長（中岸芳和君） まず、中心市街地活性化会議との会議につきましては、

逐次定期的に行っております。近いところでは、３月の27日に全体会議をするとい

うことになっておりまして、その中でこちらのほうからも、こういうせっかくのキ

ーワードをいただいておりますので、これをもとにしてのレストランであるとか、

それに伴う宿泊施設、そういうものができればそれを頼りにたくさんの人が来てい

ただけるということもありますので、そういう分では十分連携をとっていきたいな

と思っております。 

  それと、また同時に、森林王国観光協会のほうとも麹をまず中心に据えて、日本

酒発祥の地、また麹加工食品の開発、それによっての産品開発も行って市外へそれ

を持って出てＰＲをしていこうということで、常に連携した形で事業展開を今回は

図っていくような形で、今そういう構想を描いてそれぞれ二つの団体と協議を進め

ているところでございますので、この形で今後も進めていきたいと思っております。  

○議長（秋田裕三君） １番、岸本義明議員。 

○１番（岸本義明君） 是非連携を進めていただきたいと思います。 
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  先ほど市民局長が言われました、私も藻谷浩介さんの話を聞きましたが、その中

で先ほど言われたように、地産地消という言葉はよく聞かれますが、先生はもう一

つ、積極的にもう一歩進めて地消地産という言葉を使われましたね。とにかくでき

たものはその土地で使うというのは進めていかないかんけども、みんなが使うもの

は是非地元のものを積極的に探して使っていくんだという姿勢が必要だというふう

なことも言っておられました。是非、これも直接は関係ないですが、やはりこの発

酵文化、発酵食品も含めて、あるいは食品だけでなしに、この発酵ということをち

ょっと人に聞いたんですが、お風呂なんか、温泉なんかにも発酵湯いうんですか、

発酵風呂なんかもどうやというような話も聞いておりますので、そういうふうにど

んどんどんどん発酵というキーワードを使って広げていっていただきたいなと思い

ます。 

  最後になりますが、何度も言いますが、発酵という広いテーマでのまちおこしは、

商品開発とか、あるいは健康づくりと、企業や商店、団体、グループ、個人を巻き

込む大きな可能性を持っておると私は思います。是非とも全市を挙げて取り組んで

いただきたいなと。同時に、インターネットとか新聞、テレビ、雑誌等、その情報

発信手段を十分利用して、広く全国にその活動を知らせていただきたいなというふ

うに思います。よろしくお願いいたします。 

  以上で終わります。 

○議長（秋田裕三君） これで、１番、岸本義明議員の一般質問を終わります。 

  続いて、榧橋美恵子議員の一般質問を行います。 

  ９番、榧橋美恵子議員。 

○９番（榧橋美恵子君） ９番、榧橋でございます。議長の許可をいただきましたの

で、質問をさせていただきます。 

  １点目でございます。いきいき百歳体操のポイント導入の再検討を。 

  現在、高齢者の皆様が楽しみにされている、いきいき百歳体操は３月31日をもっ

てポイントがつき商品券に交換できる施策が終了いたします。しかし、参加者の方

にお話を伺うと、終わってしまうことは寂しいとの声が多くありました。健康のた

めに体操をし、おしゃべりもでき、そしてポイントがたまる、金額を少し下げてで

もこのささやかな楽しみを続けていくことはできませんでしょうか。 

  小さなことかもしれませんが、この積み重ねがしいては医療費の削減にも繋がる

ことは間違いありません。是非御検討を。 

  ２点目でございます。学校でのがん教育の授業の検討はということでございます。 
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  以前質問いたしましたとき、検討しますとの回答をいただきましたが、その後の

検討を教育長に伺いたいと思います。 

  ３点目でございます。市民同士がお互いに褒め合うまちにしていきませんかとい

うことでございます。 

  合い言葉は「褒めて伸ばす」家庭や地域に褒め合う習慣が広まることで、市全体

が明るくなるのではと取り組んでいるまちがございます。全国でいじめや差別など、

悲しい事件が絶えません。子どもたちには小さなことでも相手のよいところを見つ

けることを通して友情を深めてほしいと思います。 

  優しさとぬくもりのあるまちを目指し、他者を尊重できる心を育む教育の実現を

お願いしたいと思います。 

  最後でございます。大雪のときの対策はということでございますが、午前中に今

後の対策については伺いましたので、私のほうからは、現状を把握してどのように

行動をしていただいたのかを伺いたいと思います。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（秋田裕三君） 榧橋美恵子議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  福元市長。 

○市長（福元晶三君） 榧橋議員の御質問、４点いただいておりますので、そのうち

いきいき百歳体操の関係と大雪の関係の御答弁を申し上げたいと思います。 

  また、大雪の関係につきましては、大畑議員のときにもいろいろ御答弁申し上げ

たところでありますが、具体的な動きということもありますので、その具体的なこ

とにつきましては担当部長のほうから、このようになるかと思いますんで、よろし

くお願いしたいと思います。 

  まず、いきいき百歳体操のポイント導入と、こういうことであります。いきいき

百歳体操教室は、当初、いろいろ想定をしながら何とか市民の皆さんに元気でと、

こういう思いで進めたところでありまして、現在市内で約90カ所、1,800人余りの

方が参加しておられる状況であります。ただいまお話のあったとおり、参加者にと

りましては、ポイントは教室参加の動機づけとなり、クーポンの利用によって食事

会であるとか、あるいは楽しみ会であるとか、交流が促進、そういうふうな機会に

繋がってきたのも事実であると認識しております。 

  このようなポイント制の導入については、何としてもそういったことで、百歳体

操で元気になってほしいという願いを込めて当面３年間の制度ということでスター

トをさせていただいたところであります。一定、そのことによって先ほど申し上げ
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たように90カ所へと会場の拡充でありましたり、さらにまた市民の皆さんが集う場

が増えて健康へと、こういう一定の効果は得たと、このように評価はしておるとこ

ろであります。 

  平成29年度から、午前中もいろいろ質問等でもありました総合事業、こういった

ことへの移行については、もう御承知のとおりでありますが、その中で、高齢者の

通いの場づくり支援事業ということで、総合事業の一つとして、できるだけ身近な

公民館で高齢者が主体的に集いの場を設けていただいて、さらに元気づくり、ある

いはいろんな活動に繋がればなあということに事業転換をしていく方向でおります。  

  これまで防災センターとか、一定のところに集まっていただいて、それでと、こ

ういうことだったんですが、できるだけ地域の公民館に寄っていただいて、そこへ

出向いて、健康づくりを含めてやっていこうと。その一つには百歳体操も当然そこ

にあるわけであります。総合事業として実施をしていこうと、こういうことであり

ます。通いの場の一つのメニューとしてこれから百歳体操もその中に取り入れてと、

こういう方向に平成29年度から展開していきたいと、このように考えています。 

  当然、宍粟市としても介護予防のサポーターでありますとか、あるいは専門職等

の人材を派遣をさせていただいて、通いの場がより活気あったり、その目的を達成

するように、また効果あるもの、そういったことでの支援をしてまいりたいと、こ

のように考えております。 

  通いの場の拡充や参加意欲の繋がりの一つの方法として、ポイント制の導入も今

後協議をしていきたいと、このように考えておりますが、平成29年度から新たな事

業として始まる場合、しばらく様子を見ながらそういったことの検討を加えさせて

いただいたらなあと、このように考えております。 

  いずれにしても、顔なじみの皆さんがそこへ集っていただいて、交流を深められ

て、あるいは高齢者の皆さんが毎日をいきいきと過ごされる、そんな通いの場をつ

くっていきたいと、それが新たなこれからの地域づくりの一歩になるんではないか

なあと、こんなふうにも考えておりまして、さらに積極的に取り組んでまいりたい

と、このように考えております。 

  繰り返しになりますが、ポイント制の導入については、今後十分協議をしながら、

検討を加えていきたいと、このように思っています。 

  大雪の対策につきましては、先ほど申し上げたとおり、現状も、あるいは20数年

来のああいった状況を踏まえて、市としても午前中申し上げたとおりであります。 

  そこで、具体的にああいう中でどう取り組んだかと、こういうことでありますの
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で、繰り返しになりますが、そのことについては担当部長のほうから御答弁をさせ

ていただきたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 私のほうからは、以前、議員からいただきました、がん教

育授業につきましてということで、お答えいたします。 

  現在、学校現場におきましては、現行の学習指導要領の中で、がんに関する部分

というのがありまして、小学校５年生及び６年生では体育、保健領域なんですけど

も、その部分、それから中学校３年生では保健体育、保健分野の中におきまして、

生涯にわたって健康な生活を送るための基礎が培われるよう配慮しながら、健康教

育の一環として、がんについての学習を現実的に進めております。 

  今後につきましては、文部科学省が設置しました、がん教育のあり方に関する検

討会が取りまとめました報告書によりますと、がん教育を全国展開することを目指

しておりまして、平成29年度には、がんの教育の総合支援事業が推進されることに

なっております。 

  宍粟市におきましても、がん教育の推進についての情報を学校にも発信しながら、

充実を図っていきたいと思うとともに、県教委の方針等にも従いまして、今後さら

にがん教育の取り組みを進めていきたいと、このように考えているところでありま

す。 

  それから、もう１点の市民同士がお互いに褒め合うまちづくりについての教育の

分野でというふうに捉えてお答えさせていただきますが、さまざまな調査結果から

明らかになっておりますとおり、子どもたちの自尊感情が低下しているというよう

なことがあります。自己に対しても、また他人に対しても優しく接する心が育ちに

くいというのが自尊感情が低いというふうに言われておりますが、やっぱりお互い

よさを認め合うような心を育てていくためには、まず、自分を大切にすると、そう

いう心を育てることが大事なのではないかなと思っております。 

  現在、市内の各学校におきましては、子どもたちの自尊感情を育てるために、教

師が子どもの表情や行動をよく見て、子どもの話にじっくり耳を傾け、肯定的な姿

勢で話しかけることを意識しながら、子どもにかかわるようにしております。 

  一方で、自分の思いや考え方を相手に適切な言葉で伝えたりとか、それから相手

の思いを受けとめながら話し合いを進めたりする、いわゆるコミュニケーションの

力が十分に育っていない子どもも現実的におります。そこで、子どもたちに特別活

動、道徳等も含めましてそういう時間を中心に、人と気持ちよく接するための距離
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のとり方であるとか、相手の要望に対し傷つけないように、いかにうまくしゃべる

か、そういうコミュニケーション能力を高める、そんな取り組みも行っております。  

  このほか、奉仕活動の体験を通しまして、他者から感謝されることの喜びである

とか、周囲の人に対する感謝の気持ち、そして社会に貢献することの充実感などを

味わう機会を積極的に提供することによりまして、自己肯定感とか自己有用感、こ

ういうふうな育成に取り組んでいきたいと考えております。 

  教育委員会では、これらのさまざまな手法を組み合わせながら、まず学校現場に

おきまして、お互いが尊重し合うような、そんな風土をつくれるように努めていき

たいというふうに考えておりまして、学校とも十分連携し合いながら、子どもたち

の自尊感情を高める、そういうところから取り組みを始めていきたいと、このよう

に考えております。 

  以上でございます。 

○議長（秋田裕三君） 坂根まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（坂根雅彦君） 大雪時にどのような行動をしたのかというよ

うな御質問ですので、私のほうから若干の御説明をさせていただきたいというふう

に思います。 

  今回、ある方から私のほうにも御連絡をいただきまして、市民局とも連携をとる

中で、どんな状況になっているのかというところの確認をしていく中で、地元の民

生委員さんから、社会福祉協議会のほうにも地域の中でこういう声が出ているとい

うところの連絡がファクスによってされているということを確認をしております。

その後、社会福祉協議会と市民局等で検討・調整をする中で、昨年までは社会福祉

協議会も除雪に対する助成というところを持ち合わせていたわけですが、近年の状

況からその制度を見直しをされて、今年についてはそのことがないということがわ

かりました。何とかしないといけないということで、事業者の方にもお声かけをい

ただいたというふうに聞いてますが、何せこのところ、そういう作業がなかったも

のですし、午前中の答弁の中でも少し触れておりますが、そのノウハウもなかなか

ないというところで、民間事業者の方にもなかなか受けていただけなかったという

状況の中で、社会福祉協議会のほうで、ああいう形でボランティアを募っていただ

いたというようなことがございます。 

  さらに、ほかのことですが、午前中の答弁でも少しさせていただきましたが、一

部を除雪が間に合わずに、孤立をした戸数が何戸かございました。これも市民局の

ほうで、孤立された御家庭と常に連絡をとっていただいて、飲料水あるいは食べ物、
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それの確保ができているかという部分も十分に連絡をしながら、対応をしていって

おります。孤立の件については、いずれも問題ないということで、元気に過ごされ

たというところで、事なきを得たということになっております。 

  ただ、いずれどんなことが起きるかわからないというところで、今回市民局のほ

うでも近くの消防本部との連絡の中で、緊急時の対応が起きた場合には、こうする

というようなことの打ち合わせもやっておりますので、そのあたり、今後どういう

対策をとっていくのかという計画を午前中もつくっていきますという答弁をさせて

いただきましたが、その中でも十分そのあたり、いろんなことを想定をしながら、

計画を練っていきたいというふうに考えております。 

○議長（秋田裕三君） ９番、榧橋美恵子議員。 

○９番（榧橋美恵子君） それでは、順番に沿って再質問をさせていただきます。 

  まず１点目でございますが、このいきいき百歳体操のポイントなんですけれども、

90カ所、1,800人の方ということで本当にたくさんの方が体操をしてくださってい

らっしゃいます。公民館をたくさん使っていただいているわけでございます。新し

い場をというのでなくって、常に公民館を使ってしてくださってて、本当に金額が

少なかろうが、楽しみというのがやっぱり大切だなと思うんですね。その楽しみの

中からまた元気になるという要素が生まれてくるんじゃないかと思うんです。 

  私もよく判こを押して、ポイントがたまって500円とかいうのはとても好きなん

ですけどね、そういうのって本当に何かうれしくなる、それが私は健康の要素にな

っていくと思うんです。ですから、このささやかなポイント制というのがなくなっ

てしまうということが、皆様にとっては寂しいという気持ちが出ているわけなんで

す。今年はもういろんな事業が始まるので、ちょっと検討して、また次にとおっし

ゃっているわけですけれども、この楽しみにかわる何かを考えていらっしゃるんで

しょうか、お聞きします。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） 楽しみにかわるということになるかどうかわかりま

せんけれども、百歳体操の指導者、そういった方の派遣を考えております。内容の

充実ということで、そのことは考えております。 

○議長（秋田裕三君） ９番、榧橋美恵子議員。 

○９番（榧橋美恵子君） それは今まででもあったと思うんですね。より健康になる

から頑張ろうとか言って、若い人ではありませんからね、そんなにしっかり頑張ら

なくてもいいわけですよ。みんなで本当に足腰にちょっと負荷をつけていただいて、
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楽しくというのが皆様のこの体操だと思うわけでありますので。 

  ある都市で皆さんが本当におしゃべりする時間がないので、おしゃべりする時間

を若者にしていただいたそのときに、金券とかを渡すとか、そういうまちもあるわ

けです。ですから、体操プラス楽しくおしゃべりができて、楽しい思いでそのとき

を過ごすというのが私はこのいきいき百歳体操の一番の目的というか、それじゃな

いかと思うんですね。元気であるということは、身も心ということでありますので、

そういうところはどうなんでしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） 楽しみということも健康に繋がりますし、そういう

ことは理解はできるところであります。ですので、この通いの場の充実ということ

で、広く事業を展開する中で、また協議をしていきたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） ９番、榧橋美恵子議員。 

○９番（榧橋美恵子君） じゃあ、早いうちにこのポイント制度が再建できますよう

に願っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、がん教育の件ですけれども、文部科学省のほうからいろいろとがん

教育は推奨していくというお話でございます。日本人は２人に１人、特に男性は３

人に２人にがんにかかると言われておりまして、喫煙や食事など、生活習慣が原因

の６割を占めること。また、さらに初期のがんがわかると、本当に早いうちに見つ

かれば治るということもわかっておりますので、定期的ながん検診の重要性をしっ

かりと子どものときに教えていただくことを、しっかりこれから頑張っていただき

たいと思うんですね。 

  その授業を受けたことによって、家族の皆様とお話ができてという、本当に家族

団らんの場ができるわけでございますので、早いうちに計画を練っていただけるよ

うに、もう一度教育長にお伺いいたします。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 今、榧橋議員が言われましたように、２人に１人がかかる

んではないかと言われるような病気でありまして、重要な課題であると思っており

ます。 

  先ほど申しましたように、現在、小学校５、６年、それから中学校３年生での授

業での取り組みを進めておりますが、やはりがん教育というのは健康教育の一環で

もあるというふうに考えますので、その分とも絡め合いながら、また今後文部科学

省から示されるがん教育総合支援事業等もあわせて検討しながら、宍粟市としても
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将来にわたってのこの重要な課題であるがん教育についてしっかり授業を進めて、

子どもたちに理解がなされるように取り組みたいと、このように考えております。 

○議長（秋田裕三君） ９番、榧橋美恵子議員。 

○９番（榧橋美恵子君） その授業を受けた生徒の言葉でございますけれども、がん

から家族丸ごとしっかりと学ぶことができたと。がんについて、家族で話し合おう

とか、たばこをやめてと言う、また家族で一緒に運動することができたとか、そう

いう意見が続出しているわけでございます。若いときから、がんに関する知識を学

ぶということは本当に大切なことだと思います。 

  私も身の回りの方に、最近がんになった方がいらっしゃるわけでございまして、

自分にもなるという可能性があるわけでございますので、それは本当に若いときか

らもっと早く聞いていれば、大丈夫だったなということもあるかもわかりませんの

で、是非しっかりとこの教育も頑張っていただきたいと思っております。よろしく

お願いいたします。 

  そして３点目でございますけども、市民同士がお互いに褒め合うまちにしません

かと私が言いましたのは、これ九州なんですけれども、鹿児島の霧島市では、相手

のよさを書いて渡すという、霧島マイスター認定カードが好評だという記事を私は

目にいたしました。 

  霧島市では、制定された７カ条のある憲章の１つに、相手のいいところを見つけ

て、褒めて褒めて褒めまくるべしというのがあるそうでございます。これは、子ど

もたちではなくって、市民全体がそれをしているというんですね。郷土愛を高めた

り、また地域や市民同士の絆が強くなっていくのが狙いだということでございます。

ですから、本当に自分でわからないよさがまちにはあります。また、自分でわから

ないよさがあると思うんです。いじめも本当に宍粟市もゼロではございません。で

すから、子どものときに相手を褒める、相手のよさを見つける、そういった教育が

私はとっても大事だと思います。 

  昨日もお話がありましたけれども、本当にいじめをされると、いじめ後遺症とい

うのが脳にしっかり残っていまして、それがなかなか消えることができなくて、ず

っと生涯苦しんでいらっしゃる方もいらっしゃるそうでございますので、本当に宍

粟市はいじめないよという、そういうまちを目指したいと思っております。もう一

度教育長に伺います。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 今、霧島市の例を言っていただきましたが、学校の中でも



－186－ 

やはり小学生を中心に、いいとこ探しというのは、これはずっとどの学校でもやっ

ておりまして、そういう中で自尊感情を高めるというような取り組みも行っており

ます。そういうような中から、ほかには先ほども言いましたソーシャルスキルトレ

ーニングというようなことをしながら、お互いを認め合う、いい人間関係をつくり

合えるような、そういう中からいじめであるとか、またいじめ等によって不登校が

生じたりしないような、そういうようないい関係づくりができるように、今後も学

校としっかり連携しながら、取り組みを進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（秋田裕三君） ９番、榧橋美恵子議員。 

○９番（榧橋美恵子君） ある学校では昼休みのときに、放送部がいろんなカードを

もらって、あの人がこんなことよかったよとか、こんなすばらしいところがあるね

というのを昼休みのときに放送している学校がこの間テレビでも放映されておりま

した。これは本当にすごいことだなと。生徒たちが何て言っているかといいました

ら、本当にうれしい、学校に行くのが楽しくなったと、喜び合っている姿がとても

印象的だったんですね。そういうやっぱり学校でありたいし、そういうことをする

と、やっぱりいじめというのはだんだんとなくなって、いじめてる子もまたあなた

のいいとこはこうだろうと言われると、またそれがとってもよくなって、いじめた

りする子はなくなるんじゃないかと思いますけども、そういうことの検討はいかが

でしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） いいところを放送するというようなことで、今の一つの例

ですが、ただ、中学生ぐらいになると逆にはずかしがったり、それから、そんなこ

とないのにというようなことでからかわれたり、逆にいじめに繋がることもあるん

じゃないかと、ちょっと危惧したんですけど、やっぱりそのためには言い人間関係

をつくるという、そういう先生と子どもとの信頼関係や子ども同士の仲間づくりと

いう、やっぱり基本の部分のところをまず大事にしながら、そういうところがしっ

かりできるところは取り組めばいいし、それからそういうところがまだ十分じゃな

いところは、先ほど言いましたようなソーシャルスキルトレーニングなどを十分に

取り入れて、信頼関係、人間関係の基盤の上にそういう取り組みをさらに発展でき

たらいいなと、このように思いました。どうもありがとうございます。 

○議長（秋田裕三君） ９番、榧橋美恵子議員。 

○９番（榧橋美恵子君） 子どもたちもそうなんですけれども、市民全体がこの霧島
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市では褒め合っているわけでございます。ですから、本当にいろんな立場で、また

いろんなことで封書で送るのもいいでしょうし、そういう形で本当にみんなが褒め

合って、明るいまちにしていこうというのがこの霧島市の狙いじゃないかと思うん

ですね。 

  霧島市は12万 6,000人ぐらいの人口があるわけです。我が市は４万人切っている

わけでございまして、本当に顔が見えるまちでありますので、そういうことを本当

に丁寧にやっていけば、明るくて、市長がよくおっしゃっています住んでよかった、

住み続けたい、そういうまちになっていくんじゃないかと思うんですね。 

  私の近くに、お嫁さんと姑さんがとっても仲のいい家族、二人がいらっしゃるん

です。そういう人たちを褒めてあげたいなと。何とか皆さんにこういう二人がいら

っしゃるんだよということを紹介してあげたいなと思ったことがあったんですけど

も、こういう形でまたカードでも送ってさしあげると、すばらしいことになるんじ

ゃないかなと思うんですけども、市長、どういうお考えでしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 先ほどおっしゃった褒め合って明るいまちにしようという考

え方は私も大賛成であります。私もこの立場をいただいて、かなりいつも叱られた

り、怒られたり、いろんなことばっかりであります。褒めていただくと人間という

のは不思議なもので、よっしゃ頑張ろうという思いがあるんで、おっしゃることも

よくわかりますので、みんながお互いが褒め合ったり、信頼し合ったり、あるいは

尊重し合ったり、大事にしたり、そんなまちができればいいなと思っていますので、

そういう方向で私も積極的に進めていきたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（秋田裕三君） ９番、榧橋美恵子議員。 

○９番（榧橋美恵子君） そんなまちを目指して頑張ってまいりたいと思います。 

  最後になりますけれども、今年は本当にすごい雪でございまして、私の家も50、

60センチであったんですが、これでもあたふた状態でございました。 

  一番最初に降りましたのが、１月15、16日だと思うんですね。あるとき、道谷か

ら神戸のほうに嫁いでいらっしゃる方が、もう実家が大変なんだと。その電話をい

ただきましたのが２月13日ごろでございました。やっと私、16日に現地に入らせて

いただいたんですけども、それは本当にすごい状況でございました。屋根にまだ２

メートル以上ありまして、もちろん屋根から落ちた雪もとんでもないほどあるわけ

ですね。 

  そこで目にしたのは、高齢のお父さんが屋根に上って雪おろしをし、その下でそ
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の高齢のおばあちゃんが雪を集めて捨てるという、そういう状況を目にしたときに、

本当に大変だと。私、こういうことしたことないなと思って、本当に申しわけない

なと思いながら、お話を伺ってたら、神戸に嫁いだ方の御両親だったんですね。お

話を伺っていると、本当に高齢のおばあちゃんからの目からは涙がこぼれて、本当

に毎日こんな状態ですとおっしゃったときに、私たち何してたんだろうと、すごく

反省をいたしました。 

  隣の方に聞きましたら、ひとり暮らしの高齢の方でございました。その方は自分

で雪を何もできませんので、鳥取のある方を通じて、今日で２回目ですと、雪おろ

しだったり、雪かきに来ていただいている方がいらっしゃいました。もうちょっと

先に行ってみましたら、すごく怒られました。この道谷には市長も誰も来ない、議

員も誰も来ない、私たちは見放されているんだと、本当に延々と言われて反省しき

りでございました。ちょうどそんなときに、隣の空き家から雪が落ちきまして、道

を塞いだんですね。そこをとおり過ぎることができませんので、私もスコップを借

りて雪かきをいたしましたけども、この状態を何とか市長に知っていただきたいと

思ってお電話させていただいて、すぐ社会福祉協議会を通じて来ていただいたこと

は、ありがたいことなんですけども、この期間にちゃんと対処ができていたのかど

うか、もう一度お聞きします。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） ただいまおっしゃった状況の中で、今回１月15日から降り出

したあの３日間、先般申し上げたとおり、15日の日に私も千種のほうにお邪魔して

おりまして、帰ろうかと思ったら車が動かないという状況でありまして、その後も

何回か各地にお邪魔していろいろその状況もつぶさに目にしました。繰り返しにな

りますが、今の現状の中で、特に高齢化の中で、屋根に１メートルから積もってお

るのは自分ではできない、これも十分そうでありますし、日がたつにつれて、だん

だんかたくなってスコップすら入らない状況、それから雪を退けても、今度雪を次

にやるところがないと、こんな状況もつぶさに見ております。そのおっしゃる方は、

たまたま会わなかったんですけども、私は戸倉、道谷、あちこち見させていただい

ております。特に、道谷については大学生がいち早く行ってくれました。これまた

長い経験。 

  ただ、今回のあの状況で、午前中も申し上げたとおり、いろんな課題も確かに見

えておりますので、今後、その課題を一つ一つつぶしながら、来季に向けてしっか

りやっていきたいと、このように考えております。 
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  また、一つの例でありますが、御承知のとおり、各地自治会等で除雪機を買う補

助要綱をつくっておりますが、150万円の上限の中で10分の８補助して、地域で小

さな歩道であるとかいうことの、この要綱もつくっております。ただ、現状を聞き

ますと、広い自治会内、地域の中では、あれだけ一遍に降ると、１台ではなかなか

ならんと、何とかもうちょっとどないぞならんのんかというふうな切実な声も聞い

ております。そういったことも踏まえながら、来季に向けて安全を期せるように努

めて協議しながら進めていきたいと、このように思っています。 

○議長（秋田裕三君） ９番、榧橋美恵子議員。 

○９番（榧橋美恵子君） 私、16日に参りまして、26日に再びうかがいいました。そ

の後どうですかということもありましたし、うかがったんですね。そうすると３分

の１ぐらいには雪はなっておりました。ひとり暮らしの方を中心に社会福祉協議会

の方がお手伝いしてくださったようでございます。最初に私が申しました鳥取のほ

うから２回も５、６人の方に要請をしていただいて、屋根の雪おろし、また雪かき

をしてくださった、その高齢者のひとり暮らしの方は、自分の家はきれいだったの

で、見過ごして素通りしたとおっしゃるんですね。ほんの一声でもいいから、私は

声をかけてほしかったと。向こうを見たら、一生懸命手伝っていらっしゃる風景を

見たときに、ちょっと寂しかったとおっしゃった言葉が本当に印象に残った。申し

わけなかったなあって思ったんですね。ですから、満遍なくと言ったら、とても難

しいことだと思うんですけども、ひとり暮らしの方をどうだったんだと尋ねられる

としたら、どこにひとり暮らしの方がいらっしゃって、どうなのかというのを把握

していただいて、行っていただくと、よりやっぱり皆さん喜んでくださったんじゃ

ないかと思うんですね。 

  本当に誰も置き去りにしない政治をしていかなくてはいけないと思います。山崎

のほう、また、奥のほうの方も本当によかったと、ここに住んでいてよかったと言

われる、やっぱりそういうまちをつくっていかなくてはいけないと思うんです。第

１ダム、第２ダムといろいろお話がありました。やっぱり中心地はいいはずです。

いろんなものもありますし、便利です。でも、北部に行くと生活が大変だとおっし

ゃる方がいらっしゃるんですけども、そこでも楽しいと言われる。また、そこにも

しっかりと行政の目が行き届いている、そういうまちを目指していかなかったら、

やっぱり市長がいつもおっしゃっている住んでよかった、住み続けたいって、みん

なが思ってくださらなかったら、まちというのは存在しないと思うんですね。です

から、もう一度その決意のほどをお伺いを市長にお願いいたします。 
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○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） お話のあったとおり、本当に市民の皆さんはいろんな形で生

活をなされております。大変申しわけないんですが、全ての方にというのはなかな

か非常に厳しい現実もありますが、本当にどなたもこのまちに生まれて、住んで、

育ってよかったなあと、そんな行政であるべきだと私は思っておりますので、そう

いう方向で邁進することが大事だろうと、私もその方向をもってさらに精進してい

きたいと、このように考えています。 

○議長（秋田裕三君） これで、９番、榧橋美恵子議員の一般質問を終わります。 

  午後２時30分まで休憩といたします。 

  暫時休憩。 

     午後 ２時１６分休憩 

                                       

     午後 ２時３０分再開 

○議長（秋田裕三君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

  続いて、鈴木浩之議員の一般質問を行います。 

  13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） 13番、鈴木です。では、一般質問をさせていただきます。

今回の一般質問、大きく２点についてお伺いします。 

  まず、１点目です。子どもの貧困対策についてです。 

  近年、貧困が社会問題化されています。特に、子どもの貧困です。子どもの将来

がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子

どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、

国においても子どもの貧困対策の推進に関する法律がつくられました。 

  そこには地方公共団体の責務が記されています。地方公共団体は、基本理念にの

っとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有することとされています。まず、宍粟市における

地域の状況はどういう状況になっているでしょうか。また、それに対してどのよう

な施策を策定し、実施しようとしているのか、伺います。 

  ２点目です。医療と福祉の在宅、また地域移行についてです。 

  国の地域包括ケア、また県の地域医療構想などを見ると、福祉、特に高齢者福祉

ですが、あと医療の今後の方向性は在宅、また地域移行であります。宍粟市におい

て各種計画、施策を見ると、その動きに逆行しているように見えるところもありま
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す。宍粟市では、この地域というのをどのように定義しているのか、また在宅・地

域への移行をどう実現しようとしているのか、この２点について伺います。 

○議長（秋田裕三君） 鈴木浩之議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  福元市長。 

○市長（福元晶三君） 鈴木議員の御質問、２点いただいておりますので、答弁をさ

せていただきます。 

  １点目の子どもの貧困対策、この関係であります。 

  全国的な子どもの貧困の状況では、国の調査結果によりますと、子どもの６人の

うち１人は普通の生活水準の半分以下の所得水準での生活を余儀なくされていると

いう、非常に厳しい内容が報告をされていますが、宍粟の子どもたちが夢と希望を

持って成長していける地域社会の実現に向け取り組んでいく、そういった考えであ

ります。 

  御質問の子どもの貧困における本市の状況といたしましては、生活保護、ひとり

親家庭への支援、就学支援、児童虐待相談等のほか、学校、民生児童委員さん等と

の連携により、現に生活に困窮されている世帯やその状況について把握を行い、個

別の対応を行っているところであります。 

  次に、子どもの貧困に対する施策についてでありますが、現在、本市におきまし

ては、従来の就学援助、医療費助成、生活困窮家庭自立のための相談に加え、新年

度におきましては、新たに家庭環境などから学力の定着が困難と考えられる児童及

び世帯に対しまして、訪問型の学習支援を行っていきたいと、このように考えてお

ります。 

  ２点目でありますが、医療と福祉の在宅・地域移行、このことでありますが、地

域包括ケアとは、住民が最後まで住みなれた地域で生活を続けることができる仕組

みであります。 

  また、地域医療構想とは、住民が住みなれた地域で生活しながら、状態に応じた

適切で必要な医療を受けるための医療の提供体制づくりと認識をしております。 

  まず、宍粟市が目指す地域の考え方でありますが、住民にとって適切な医療や介

護のサービスが受けられる場所として、日常的な生活が営まれる町域を想定をして

おるところであります。 

  宍粟市におきましても、医療や介護の方向性は在宅介護、在宅医療を基本として

おり、在宅介護につきましては訪問看護ステーションの拡充であったり、地域密着

型のグループホームやデイサービスの整備を進めておるところであります。 
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  また、在宅医療の推進につきましては、ほとんど在宅、時々入院、このことを目

指すべき姿と考えておりまして、在宅を支える医療として訪問診療を担っていただ

く地域医師会との連携も図っておるところであります。 

  いずれにしましても、宍粟市が目指すところは、多くの住民が望んでおられるよ

うに必要な医療サービスや介護サービスを利用しながら、最後まで住みなれた地域

でその人らしい生活が送れるよう取り組んでまいりたいと、このように考えており

ます。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） では、２回目の質問をさせていただきます。 

  まず、子どもの貧困対策についてです。 

  先ほど国の調査等で６人に１人ということを伺いましたが、宍粟市の子どもの貧

困率みたいなのはどういう状況か、お伺いします。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） 宍粟市では、生活保護ですとか、そういったいろん

な制度を通じて貧困状態にある子どもの把握をしております。被保護世帯のうち、

高校生までの子どもの属する世帯につきましては７世帯14人です。平成28年４月の

高校進学率につきましては100％となっております。 

  就学援助の状況ですけれども242人、全児童生徒に占める割合としましては7.7％、

児童扶養手当の状況ですと、受給資格者数が333人、世帯に占める割合は2.62％と

なっております。 

  それ以外にも生活困窮に係ります相談事業、そういったものにつきまして、把握

に努めております。例えば生活保護で生活困窮の相談とかがあった件数が74件、あ

るいは母子・父子自立支援事業でそのうちの生活困窮に係る相談が12件とかいうよ

うな形で、各種相談事業で136件、生活困窮に係る相談がありました。そういった

ことをまとめて以上のような状況になっているということでございます。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） そういった値はわかるんですが、私が聞いたのは、先ほど

６人に１人ということを市長のほうから答弁いただいたんですけど、これ率にした

ら16.何％という話だと思うんですけども、貧困というのをどう定義するかなんで

すけども、世帯の所得が平均ではなく中央値を上と下、半分、50％のどこにいるか

という話なんですけど、の半分を下回る額で暮らす18歳未満の子どもの割合という

ふうに定義されている。その所得というのが可処分所得であったりとかいろいろあ
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るんですけども、そういう意味で実際にどれくらいの子どもたちが貧困というとこ

ろに入っていっているのかというところをちょっとお伺いしたいんですけど、その

あたりは数値がないんでしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） 申しわけありませんが、数値の把握はできておりま

せん。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） 先ほど就学援助のこと、ほかの議員の質問のほうでもあっ

たかと思うんですけども、就学援助のほうで全国でいくと16％ぐらいなんですね、

これ。だから先ほどの６人に１人ということとある程度比例しているというか、値

が近いということで、このあたりがやっぱり６人に１人というものの根拠になって

くると思うんですけども、宍粟市の場合、生活保護とか要保護の部分は３級値の２

というんですかね、そういうふうに区分があって、それで明確にその基準が決めら

れていると思うんですけど、その準要保護、生活困窮の部分に関してはこの基準、

これは教育委員会の資料のほうで、例えばお父さん、お母さん、あと中学生の子ど

もさんの３人の世帯だと、所得が約171万円以下だと、その準要保護に当たるとい

うふうに参考例が示されましたけども、この基準というのはどういうふうに決めて

いるのか、そのあたりをお伺いします。 

○議長（秋田裕三君） 藤原教育委員会教育部長。 

○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） これは生活保護に該当する収入、それに対し

まして平均1.5倍を基準として所得を出しております。 

  以上です。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） わかりました。生活保護の基準がもとになっているという

ことなんですけども、先ほど言った貧困率を出すときの世帯所得が中央値の半分を

下回るということで、世帯所得というのがいろいろ年によって変わるんですけども、

2013年で中央値なんですけど438万円、これ平均にすると、高所得者が結構いらっ

しゃるんで引っ張られるんで500万円を超えてくるんですけども、中央値でいくと

438万円、こう考えると219万円以下の所得で暮らす世帯での18歳未満の方になりま

すし、平成27年だと、恐らくこれ427万円ぐらいになって213万円ぐらい半額でなる

と思うんですけども、こういうところの基準で考えると、この教育委員会が出して

いる部分の基準というのは当てはまってくるんでしょうか。これだとちょっとまだ
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まだきついというか、拾えてない部分があるんではないかというふうに思うんです

けど、そのあたりの見解をちょっとお伺いします。 

○議長（秋田裕三君） 藤原教育委員会教育部長。 

○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） 議員が御指摘の所得の対象額は平成29年度以

降、それを使うということにして、委員会に御提出しておりますが、これは所得を

あらわしたものでありまして、収入ではないので、そのとこの違いはあると考えて

おります。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） いや、私がさっき言ったのは、世帯所得の中央値の半分以

下というところの部分で言っているので、所得という概念は同じだと思うんですけ

ども、それが可処分所得かそうじゃないかというところにも若干違いはあるんです

けども、これで先ほど言った世帯所得が中央値の半分を下回る額で暮らす子どもた

ちが拾えているかどうかというところの見解なんですけども。 

○議長（秋田裕三君） 藤原教育委員会教育部長。 

○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） 今説明させていただきました所得につきまし

ては、議員が御指摘のその考え方については、ここは採用はしておりません。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） わかりました。先ほど来出ているその６人に１人というこ

とで16.3％だとか、先ほどの就学援助率も16％前後ということを考えると、宍粟市

の就学援助の率でいくと、平成28年 12月 31日現在の資料があったんですが、7.8と

いうことで、半分をちょっと超えているぐらいで、この3,131人の児童生徒のうち

243人というところで、要保護の世帯の子どもさんのうち準要保護が237人というふ

うになっているんですね。これは、どうなんでしょう、全国的にはそれくらいとい

うふうに、潜在的な貧困も含めて言われているんですけども、宍粟市の場合、就学

援助の申請がこれにとどまっているということで、そこの差というのはどのように

認識されているのか、お伺いしたいんですけど。 

○議長（秋田裕三君） 藤原教育委員会教育部長。 

○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） 12月議会では説明はさせていただきましたが、

確かに宍粟市の就学援助の率は県平均よりも下がっておるということで、それは近

隣の平均値とほぼ一緒ということで、この中山間地域の一つの特徴かなということ

も御説明させていただきましたし、また、宍粟市全体の生活保護の受給率も少ない

ということで、それに比例してこの就学援助率は下がっているなということは御説
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明させていただきました。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） 周りがそうだからというところも含めてなんですけど、前

に紹介したと思うんですけども、リーサスというデータ分析のところで見ると、宍

粟市の雇用所得というのは平均で313万円で、これ1,741の市区町村のうち1,454位

なんですね。ということで、全国的なところから見ると大分所得水準が低位にある

ということも含めて考えると、もっとこの数値はちょっと拾えてないんじゃないか

というふうに僕自身は思うんですけども、そうではないんでしょうかね。 

○議長（秋田裕三君） 藤原教育委員会教育部長。 

○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） 宍粟市の特徴として核家族等もありますが、

３世代でお住まいの方もおるということで、世帯全体の収入で判定するということ

からも、都市部と比べては少し低いのではないかと考えております。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） わかりました。ほかの議員の指摘等にもあったかと思うん

ですけども、生活保護とかに関していうと、やっぱり公営住宅などのインフラを多

く持っている自治体にそういった方が集中するという、都心部のほうが保護率が高

いという傾向があるそうです。 

  それで、実際にはなぜかというところなんですけど、都市のほうが匿名性という

か、誰かというのが周りにわからないと、だから生活保護を受けているということ

を、どちらかというとオープンにしたくないという心理が働いていて、そういうと

ころにやっぱり保護の方が集中するということも含めて考えると、やはり実際にそ

の就学援助の部分だけで考えると、認定の基準、先ほど言った171万円以下が３人

世帯だったらそうだとかというところの部分と、あと申請方法の問題が存在すると

思うんです。そのあたりでこの前の資料を見させていただければ、やはり地域の民

生委員さんの方に相談というか、何かを書いていただかなきゃいけないというとこ

ろがあって、そこのあたりがちょっと障壁になっているんではないかという、これ

ほかの議員の指摘もあったかと思うんですけど、そのあたりは改善をしないんでし

ょうかね。 

○議長（秋田裕三君） 藤原教育委員会教育部長。 

○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） 12月議会でもその御質問がありました。やは

り地域の児童の状況は民生委員さんも知りたいということもありますし、学校と民

生委員さんとの連絡共有ということもあります。したがいまして、宍粟市としては
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民生委員さんに状況を御確認したいということから、今回様式も変えましたけれど

も、民生委員さんの状況欄ということは書いております。しかしながら、民生委員

さんの負担区分については、かなり軽減するような様式となっております。 

  以上です。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） 民生委員さんの負担ということではないんですよ、僕が言

っているのは。やはり非常に、何と言ったらいいのかな、地縁というか、そういう

のが濃い、絆という意味で言ったら、非常にいい面もあるんですけども、そういう

意味で、逆にそういうプライバシーのことに関して、やっぱり知られたくないとい

う方もいらっしゃるんではないかないうふうに思いますので、そのあたりちょっと、

別に民生委員さんがいい悪いとかいう話をしているんではなくて、心理的にはやっ

ぱりこれだけ近所付き合いが濃かったりというところでは、逆に先ほどの生活保護

の傾向も申し上げましたが、そういうところがちょっと障壁になって届いてない可

能性があるので、そこはちょっと改善していただきたいなというふうに思います。 

  ちょっと話をまた就学援助から貧困全体に戻しますが、実は日経グローカルとい

う雑誌があるんですけども、私どもの会派でちょっと講読させていただいているん

ですが、その中で2016年の11月21日号に、貧困対策にどういったものがということ

で、特集が組まれていて、そこで貧困対策おいて、大きな問題、懸念、あるいは障

害と考えているものということで、これ首長さんですね、知事とか市長さんに聞い

たアンケートがあって、そこで福元市長が貧困世帯の顕在化に向けた取り組み（貧

困世帯に対するアウトリーチによるアプローチの方法）等が課題だというふうにお

っしゃっています。 

  この文章だけでは何となくわかるんですけど、その真意というか、どういったと

ころが貧困対策の課題なのかということをちょっと市長のお言葉で伺いたんですけ

ども、お願いします。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 先ほどグローカルで講読されている、その新聞の名前ちょっ

と今忘れましたが、十分記憶をしておりませんが、要は貧困家庭をどうやって把握

しておるのかと、こういう御質問でいいんでしょうかね。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） いや、貧困対策において、大きな問題また懸念、あるいは

障害と考えているものは、皆さんどんなことをお考えですかというところの質問に



－197－ 

対して、福元市長が貧困世帯の顕在化に向けた取り組み（貧困世帯に対するアウト

リーチによるアプローチの方法）等が課題であるとお答えになっているんで、この

文章から何となくわかるんですけども、ちょっとその真意というか、実際にどうい

うことが課題になっているのかという、生の声でお聞きしたいというだけの話です。  

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 私、先ほど来、例えば準要保護家庭、要保護家庭を含めてそ

ういったことの民生委員さんとのかかわりの中でと、こういうお話もありますが、

例えばでありますが、その例題を申しますと、そういう貧困の家庭をどうやって掌

握しながら、そこに対して行政の手を差し伸べていくか、あるいは地域の皆さんと

のかかわりをもって、どうやって把握しながら的確な対応をしていくかと、そうい

ったところが非常に課題だと、このように思っておりまして、ちょっとそのときの

横文字のことはちょっと十分理解できませんが、考え方は同じようなことだと思っ

ております。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） その考えは多分いろいろなところで職員の方も共通の部分

があるかと思うんですけども、それで平成29年度からその予定されている子どもの

貧困対策の、特に学習支援についてなんでしょうけど、訪問型の学習支援というこ

とで、学習相談員という方を１名配置ということと、あとこれ教育委員会との共同

ということかと思うんですけど、通所型学習支援ということで、市内８校の小学校

ですかね、で行うというふうになっているんですけども、結局、どこに貧困世帯が

というか、貧困世帯の顕在化がなかなか難しいと、ピンポイントで光を当てられな

いというところから、その通所型の学習支援で全体に光を当ててということだと思

うんですけども、そういう意味で、今回の通所型の学習支援と訪問型の学習支援が

貧困世帯に対するアウトリーチ、出かけていってという部分のアプローチにあり得

るのかというところのちょっと見解をお伺いしたいんですけども。これは担当課か

とは思うんですが。 

○議長（秋田裕三君） 藤原教育委員会教育部長。 

○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） 私のほうからは通所型の学習支援ということ

で、答えさせていただきます。 

  この通所型の学習支援推進事業といいますのは、現在もやっておりますしそうが

んばりタイムのことであります。このがんばりタイムの対象校といいますか、実施

校を現在の５校から８校にしたいということで、新年度予算にはそれで計上してお
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るということです。 

  このしそうがんばりタイムによりまして、学習の定着に繋がるような支援をした

いということで、これは学校で週２日、一日１時間程度行うということで、これは

実施したいと考えております。これによりまして、全て貧困対策という意味合いで

はありませんけれども、学習を定着させるということで進めていきたいと考えてお

ります。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） 私が委員会とかで聞いているのは、結局、貧困世帯だけの

子どもたちだけを集めるというのは、なかなか難しいですし、あなた来てください

と指名するのも難しいという部分もあって、全体にオープンで開かれた場所で、そ

こを拾っていくというか、そこに光を当てていくという意味で聞いていたんですけ

ども、それにしてはなぜ８校しか、15校あるんですかね、小学校、13ですかね。こ

こで言っているのは、山崎、城下、染河内、波賀、千種、伊水、戸原、一宮北なん

で、山崎西とか、河東とか、神野とかが抜けているんですけども、そういう意味で

なぜこの８校なのかということもちょっと、全体に光を当てるという意味ではちょ

っと漏れが出てくると思いますし、先ほど言った就学援助を支給している世帯には

出る出ないはその御家庭の選択でしょうけど、こういう機会があるんで是非という

ことをお声がけしているのかどうか、そのあたりのことをちょっとお伺いしたいん

ですけど。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） がんばりタイムのほうのことについてお答えしますが、現

在、５から８に増やすと。本当は今、御指摘あったように全13校の小学校に拡大し

たいんですが、とにかく指導者の点で確保が非常に難しくて、何とか今回は３校増

やして、その指導者確保に努めていきたいというところからスタートしたいんで、

以前にもお答えしましたように、将来的には全小学校でのこのがんばりタイムを導

入していきたいというふうに思っております。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） 是非ともですけど、特にというわけではないですけど、貧

困世帯のお子さんというのは、別に差別、偏見ではないんですけど、どうしてもや

っぱり重層的な困難というか、いろいろな状況でやっぱり困難を抱えているケース

があって、その学習支援、ただ単に塾的に宿題を見るだけではなくて、やっぱりメ

ンタル面のサポートみたいなものもやっぱり結構重要なんではないかということが
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いろいろなところで指摘されますので、是非とも量の問題もそうですし、質ですね、

中身の問題、結構非常にボランティア的にかかわっていただく方に負担をかけるの

かもしれないんですけども、やっぱりそこでしっかりと拾っていって、サポートし

ていかなきゃいけないのかなというふうに思いますので、そのあたりちょっと量的

な拡大と内容の充実ということを教育委員会のほうも福祉部と一緒になって御検討

いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

  では、次の質問に移ります。 

  医療と福祉の在宅とか地域移行についてです。 

  今回もお手元に資料をお配りしましたので、ちょっとこれをまず御説明させてい

ただきたいと思います。 

  そんなに難しい話じゃないんですけど、平成17年、合併当時の国勢調査とこの前

の平成27年の国勢調査が終って、小地域であるとか、あと年齢の集計が終わって、

１月27日ぐらいに公開されているんですけども、そこで、10年間、どういうふうに

なったかということをちょっと比較したいと思います。 

  これ、この後のことを考える背景というか、バックグラウンドにもっていただけ

ればといいかなと思います。 

  平成17年から平成27年の10年間で、宍粟市の人口としては5,542人減ということ

です。あと年齢別、区分が実情と合っているかどうかは別にして、大体ゼロ歳から

14歳、この年少人口というのが1,565人の減、15歳から64歳、ここが生産年齢人口

と呼ばれるとこだと思うんですけど、ここが4,963人の減、65歳から74歳と高齢の

75歳と切りましたけど、ここの65歳から74歳のところが288人の増、75歳以上の方

が698人の増ということで、これを差し引きしてマイナス5,542人ということです。 

  平成27年でいくと、高齢化率がほかの議員の質問の中でも出てましたが、３万

7,762人に対して、65歳以上の方が１万2,118人で32.1％ということになっています。

これは国の平均でいくと、26.6％というのが今のこの同じ時点での数値です。県で

いくと26.8％です。これがこの前、小地域で出ているので自治会が縦軸に並んで、

横に年齢が並んでいる、ばあっと数字が出るんですけども、それで旧４町域で見て

みると、高齢化率が山崎で29.3％なんです。ただ、一宮で34.3％、波賀と千種では

もう40％近い、39.1％まで高齢化率が上がってしまっているという状況です。 

  そのことも含めて下の図です。ちょっとその分布を円グラフにしてあらわしてい

ます。左側が平成17年の国勢調査の４万3,302人がどういうふうに分布しているか。

ちょっと多分足しても数が合わない、どっちか年齢不詳の方が何人かいらっしゃる
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ので、数が合うか合わないかちょっと微妙ですけども、これを生産年齢人口分の高

齢者でやると、平成17年は、生産年齢人口 2.3人で１人の高齢者を支えていたとい

うことになります。この生産年齢人口が15歳からかどうかというのは、今はもう皆

さん、ほとんど高校に行かれたりとかで二十歳ぐらいからかなということ、あと65

歳以上が本当に高齢なのかということで、どちらかというと支える側に回るという

こともいろいろ加味しても、大体ざっくりこんな感じかなというふうに思います。 

  それは10年後になって平成27年の国勢調査では３万7,773人の分布がこのように

なっています。これも先ほどと同じように生産年齢人口で高齢者の方はどういうふ

うな状況かというと、1.7人に１人というふうにまで厳しくなっています。これで

結局、これは社会保障の制度的にはこういう概念なんですけど、それが実際のマン

パワーとしてどうかということはまた別にして、大体こういう感じで、10年前は何

とか辛うじて騎馬戦型だったのが、最近ではもうすぐ肩車になりかけているという

ような状況だということを御理解いただいた上で、ちょっと次の質問に入りたいと

思います。 

  地域包括ケアシステムということで、いろんなとこでずっと言われてきているん

ですけど、これ一体何なのかという話で、ちょっと具体案が見えてこないんですね。

国は2025年を目指して整備しようというふうに言ってますけど、先ほど言ったとお

り、国と宍粟市の高齢化率には大分差があります。宍粟市のほうが先に高齢化が進

んでいます。ですので、もっと急いでやらなきゃいけないと思うんですけど、国の

スピードよりも実は遅いというような感じもしますんで、このあたり実際、地域包

括ケアシステムというのが一体何なのかというところ、ちょっとこのあたりをイメ

ージしやすいように御説明いただきたいんですけど。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） 地域包括ケアシステムということですけれども、こ

れは住みなれた地域で自分らしさを保ちながら、人生の最後までそこで生活を続け

る、そういった社会をつくり出すということを目標にしております。ですので、住

まいですとか、医療、介護予防、生活支援、そういったものが一体的に提供される、

そういったシステムというイメージで考えております。 

  それをこの市内で考えていくわけですけれども、午前中も言いましたが、今、担

当課のほうでは四つの圏域を考えて構想を練っております。ただ、午前中の意見で、

それは広過ぎるんじゃないかというような意見もいただきましたが、今のところ、

そういうことで計画を進めております。 
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○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） 住みなれた地域というのは、基本、旧４町域というのは、

市民の方も何となく理解されている部分かと思うんですけども、ただ、国のほうで

医療とか福祉の関係、特に介護の関係とかでいくと、車で30分というのは結構なと

こで出てくるんです、その範囲として。ですので、波賀、千種、もしかしたら一中

学校区なんで可能かと思うんですけど、やっぱり先ほどの指摘もあったとおり、山

崎ではちょっと人口分布も考えるとあれですし、あと一宮のほうも２個ぐらいに分

かれるのかなという気もしますので、そのあたり、先ほど説明したとおり、高齢化

率に関しても大分ばらつきがあります。山崎と千種・波賀では10％近く、10％以上

ですね、差があるような状況なんで、その地域の実態に合わせたケアの医療とか介

護とか福祉の関係の部分を整備していかなきゃいけないというふうに思いますので、

そのあたりちょっと圏域の考え方ですね、もうちょっと細やかに考えられないかな

と思うんですけど、そのあたりの見解をまず伺います。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） この圏域につきましては、合併して宍粟市になった

わけですけれども、それまでは各町域で、そこの中で一旦完結とまでは言いにくい

ですけれども、その中での生活を続けてこられてきているということもありますの

で、一番考えやすい、皆さんが考えていきやすい圏域ではないかと思っております。  

  その中での介護の施設、医療施設、そういったもののばらつき、そういったもの

はあるんですけれども、先ほどありました30分という、そういう時間を考えてみま

すと、総合病院まででも30分となりますと、結構守備範囲が広くなるということも

ありますし、そこにしかないというものですので、病院とかは。それを今さら一宮

町へ病院をつくるというふうなことも無理ですので、現在ある資源は資源として、

その基本といいますか、そういう範疇に入らないこともあるかもわかりませんけれ

ども、それを前提に計画をしていかないと、とてもじゃないけども、そういった社

会は実現できないんではないかと思いますので、まず現実は肯定といいますか、そ

れをいかに活用していくかというふうに考えていくべきかと思っております。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） 大分前からその地域包括ケアシステムをつくらなきゃつく

らなきゃ、2025年目標にと言ってきているんですけど、全く見えてこないというの

は非常にもどかしいというか、いろいろ提案はしているんですけど、なかなか前に

進んでないかなというのが実感です。 
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  実際には、介護保険制度が入ったときは、やはり地方分権とか地方自治の試金石

だというふうに言われたんですね。市町村の裁量で大分地域の実情に応じた施策が

展開できるという部分、あと、この地域包括ケアシステムをイコール地域政策だと

いうふうにも言われているんです。結局、地域の実情に合ったそこの施策を打てる

かどうかというところで、非常に実際の実力が試されるという部分があって、これ

で大分自治体間の差ができてきてしまうんです。実際には介護保険の負担に関して

いっても、やっぱり宍粟市は兵庫県内でも負担が高いです。それがまたサービスな

りサポートよりも負担が高いというように感じてしまうと、どうしてもそこは住み

づらいというふうに感じてしまいます。特に介護というか、高齢の方は住みなれた

地域ということで、宍粟からなかなか離れる方たちではありませんので、結局負担

が大きいけれども、そこに住まざるを得ないということで安心して暮らしていける

というのは、ほど遠い状況になってしまうんで、そのあたりのこともちょっと考え

ていただきたいなというふうに思います。 

  それで、先ほどの人数の支える支えられるという考え方なんですけど、やっぱり

これだけではもう支え切れない状況にまできているんですね、年齢のことだけを考

えると。だから、いろんな大分前から提案していたりしている富山型ですね、結局

場面によっては高齢の方が子どもたちを支えるとか、あとは障がいのある方を支え

るとかという、そういうところで年齢とか世代とか、あと障がいのあるなしとか、

そういったことにかかわらず、同じところで支え合うということがやっぱり必要に

なってくると思います。これ地域の中で完結さようとしたら、さっき言ったとおり、

高齢化率の高い地域はもう絶対支え切れませんから、そのあたりはやっぱり支える

側はマンパワーとして市全体に行き渡るようにしなきゃいけないですし、市外から

も持ってこなきゃいけないでしょうし、その場面場面では支えられる側に高齢の方

も回っていただかなきゃいけないということで、やっぱり一緒のとこに集っていれ

ば、子どもたちから高齢の方は元気をもらったりとか、子どもたちをいろんなとこ

ろで支えていただいたりというところで、制度的にとか、経済支援的にではなくて、

メンタル的な支える支えられるというのができると思うんですけども、そういうふ

うな構想みたいなものはないんでしょうかね。今だと、どうしても高齢者はここ、

障がいのある方はここ、子どもたちはここみたいに、全てエリア分けされていて、

なかなかそこの交流含めてあまり見えてこないんですけど、そういった構想みたい

なものはないんでしょうかね。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（大島照雄君） 今おっしゃられたことにつきまして、今の段階では

そういった検討はまだできておりません。今後につきましては、そういったことも

含めて研究していきたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） 先ほど子どもたちのことを言いましたけど、やっぱり地域

に子ども達がうろうろしているかどうかというので、大分活力の違いというのはあ

ると思うんです。そこからやっぱり子どもの声が聞こえるだけで、お年寄りの方が

元気になったりというのは多分あると思うんですね。そういうことも含めてやっぱ

り学校とか、そういった保育所とかというのはもっと地域に開かれるべきだし、そ

れと逆に高齢者の施設であるとか、障がい者の施設であるというのは、やっぱり地

域にどんどん開いていってというのをしていかないと、結局、地域移行をしたとか、

在宅移行をしたとしても、家の中にいたりとか、施設の中に閉じこもっているよう

な状況になってしまうと、それは本意ではないと思うので、そのあたりも含めてち

ょっと市全体の福祉施策みたいなものは考えていっていただきたいなというふうに

思います。 

  それで、あと外出支援サービスというのが、障がいのある方、介護の関係の方の

移動手段であるんですけども、これが今年度から制度が変わって、要介護３以上の

方と障害者手帳をお持ちの方、人工透析の方ということになっているんですが、メ

インの対象は。その方の利用が大体50％ですよね、実績、１年間の大体。あと、そ

の他利用申し立てということで、外出が困難な方が半分ということになっています。

これこの状態をどう捉えているのか、もうちょっとやはり障がい者の社会参加であ

るとか、そういったところにも使っていただきたいという思いがあったとは思うん

ですけど、今の実態を行政としてどのように捉えているか。その見解をお伺いしま

す。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） 議員おっしゃるとおりでありまして、我々も障がい

の方、介護度の高い方、そういった方ももっと利用できる範囲、それを広げたこと

によりまして、行動的にもう少し利用されるかという思いはございました。ところ

が結果的にこういう状態ということで、今は判断をしておるんですけれども、利用

申し立ての方につきましては、その分利用は増えたということで、制度改正の部分

も活用されているというふうに思っております。 

  ただ、こちらが思っておりました本来必要とされます重度の方々はあまり前と変
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わらないという状況で、制度改正自体が有効に作用していないのかなという思いは

持っております。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 

○１３番（鈴木浩之君） その障がいのある方の地域移行ということで、ちょっと質

問したいんですけども、第４期の障害福祉計画の策定のときにアンケート調査をさ

れていて、その中で昼間の主な過ごし方ということで、学校を卒業された方はどう

いうふうに昼間過ごされていますかということで、半数以上が自宅なんですね。結

局、日中からお家で活動されているという感じで、どういったサービスがあれば外

出なり社会参加が進むかというところでは、その外出支援サービスであるとかとい

うことと、あと、やっぱり同行してもらえる方というか、その部分もやはり重要な

のかなという気がしますので、そのあたりも含めて、特に身体障がいの方は昼間、

自宅で過ごされている方が多いですし、外出支援も恐らく使いづらいんではないか

なというふうに思うんで、そのあたりもちょっとしっかりと、どういうことがあれ

ば、社会参加であるとか、地域移行が進むのかということをちょっと考えていただ

いて、制度なりを整えていただきたいなというふうに思います。 

  あと50％以上が自宅ということで、これ結局は家族が障がいのある方であるとか、

介護の方も比較的かもしれないですけど、家族の負担がやっぱりどうしても強いの

かなという気がします。国のほうでも介護離職ゼロとか、そういう話をしてますけ

ども、結局は社会全体で支えていこうと言いながらも、結局制度的になかなか社会

参加だとか、就業であるとか、外に出ていく機会がなくて、地域全体で支えられて

ないというふうに思うんで、そのあたりも含めて、これって結構啓蒙の部分、やっ

ぱりアンケートでもありましたけど、理解されることであるとか、差別をなくすこ

とということもやっぱり障がいのある方は求めていらっしゃいます、周りの方に。

そういうことも含めて、そういうところから合理的配慮ということも始まったわけ

なんで、もうちょっとやっぱり社会全体で支えていくという機運を高めていくとい

う部分で、教育であったりとか、いろんなところの場面でそういったところに触れ

ていって、地域移行が進めばいいかなというふうに思うんで、そのあたり何か策で

あるとか、方針等があれば、最後にお伺いします。 

○議長（秋田裕三君） 大島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大島照雄君） 普及につきましては、いろんな機会を利用しまして、

またＰＲの媒体も考えまして努めてまいりたいと考えております。 

○議長（秋田裕三君） 13番、鈴木浩之議員。 
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○１３番（鈴木浩之君） すみません、さっき最後にと言ったんですけど、もう一回

最後になりますが、先ほど地域包括ケアシステムは地域政策だというふうに申し上

げました。実際には、いろんなところでケーススタディとかモデル的にやられてい

るところは千差万別です。本当に正解がないんです。その地域の実情に合ったもの

をどこまでできるかというのは、本当に地方自治体としての力が試されていると思

うんです。実際、国の動きとかを見ると、そういったところで成功した事例を国が

吸い上げて、全国的に施策というか、政策としておろしてくるという過程をたどる

んで、そこまで待っていると、逆に薄まってしまうんですね、そのよさが。ローカ

ライズされていたもので一般化しようとしたときに、いいところがどんどん削られ

ていってしまうんで、そうではなくてやっぱり地域でこういう政策、こういう地域

包括ケアのシステムをつくるんだというところから出発して国を動かすぐらいの気

概でやっていただきたいなというふうなことを思います。それを最後に申し添えて

私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（秋田裕三君） これで、13番、鈴木浩之議員の一般質問を終わります。 

  以上で一般質問は終わりました。 

  これをもって、本日の日程は終了いたしました。 

  次の本会議は、３月９日午前９時30分から開会いたします。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

     （午後 ３時１９分 散会） 

 

 


